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 開  会  
 委 員 長  おはようございます。 

 本日の出席委員は、１５人につき、定足数に達しております。 
 これから、本日の会議を開きます。 

（９：３０）

 委 員 長  決算審査特別委員会を、昨日に引き続き行います。 
 まず、最初に、昨日の河内委員の篠隈保育所傷害賠償保険料と梅田委員の母子寡婦

年齢構成の件で、こども課長から発言の申し出があっておりますので、これを許可し

ます。 
こども課長 

こども課長  おはようございます。 
 昨日の２点について、訂正、報告をさせていただきます。 
 まず、河内委員より篠隈保育所の傷害賠償など、保険料につきましてご質問があっ

ておりましたが、その中で、法で町が入るようになっているとお答えしましたが、訂

正させていただきます。 
 篠隈につきましては、指定管理制度上の公設民営の保育所であるために、町が負担

するようになっておりまして、なずな保育園につきましては、筑前町の保育所に通う

子どもたちに差異がないようにということで、町が補助金で補てんをしているもので

ございます。 
 続きまして、梅田委員の母子寡婦会の年齢構成について、でございます。 
 ４０代が１名、５０代が３名、６０代が１３名、７０代が６９名、８０代が２２名

で、計が１０８名になります。１１０名と申しておりましたが、１０８名でございま

す。以上でございます。 
 委 員 長  それでは、建設課の説明を求めます。 

建設課長 
 建設課長  おはようございます。 

 それでは、建設課の平成２２年度主要施策の成果と課題、及び決算について、報告

をいたします。 
 建設課の決算につきましては、ハード事業に伴う決算が主なものであり、初めに主

要施策の成果及び将来の課題について説明し、その後、決算について説明をさせてい

ただきたいと思いますので、まず、主要施策の成果及び将来の課題の１２５ページを

お開きください。 
 ５款２項３目林道費、林道１１路線、総延長約２３㎞、このうち緊急性のある補修

箇所から随時実施しており、今後も危険箇所等を事前に把握し、必要に応じ補修工事

を実施していきたいと考えております。 
 平成２２年度につきましては、東山林道１カ所の緊急補修工事を実施しておりま

す。 
 ７款１項１目土木総務費、人件費、境界立会、登記関係及び法定外公共物管理委託

関係であり、ここに記載しておるとおりでございますので、詳細な説明は省略させて

いただきます。 
 なお、平成２２年度登記関係処理件数につきましては、６１１件となっておりまし

て、対前年比１７７件の増でございます。 
 ７款２項１目道路橋梁総務費、普通地方交付税等の基礎数値となる道路台帳補正委

託料の関係であり、ここに記載しているとおりでございますので、詳細な説明は省略

させていただきます。 
 申し訳ございません。主要施策のほう、項目というふうになっておりますけれども、
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頭に款、項、目を付けて説明していることをお詫び申し上げます。以後省略したいと

思います。 
 道路維持費、町道１，２９５路線、総延長４６６㎞、これに里道３，２９６路線、

総延長約３１２㎞が加わったために、舗装の老朽化を含め、今後さらに維持補修費は

膨らむものと思われます。 
 また、下水道、上水道工事も実施されており、二重投資を避けるため、十分連携を

とりながら対応していきたいと考えております。 
 道路新設改良費、道路改良工事、通常の繰越分１件、きめ細かな臨時交付金に伴う

繰越分６件、平成２２年度当初予算分９件の計１６件を実施しております。 
 測量設計４路線、今後記載しております課題を踏まえ、住民の協力体制を得ながら、

安心して通行できる道路整備を進めていきたいと考えております。 
 国交省交付金事業、この事業は、県道久光・西小田線、下高場地区から県道三箇山・

山隈線、大久保地区までの南北線改良工事であり、全体の計画延長１，９４０ｍ、補

助率５５％の国庫補助事業であります。 
 １２６ページをお開きください。 
 防衛施設周辺道路改修等事業、この事業は、県道久光・西小田線から国道３８６号

線を結ぶ、篠隈・下高場線道路改良工事であり、補助率７５％の高率の補助事業であ

ります。 
 今後工事を進めていくにあたって、用地提供に対する住民の協力体制が必要である

ため、この点も十分視野に入れながら取り組んでいるところでございます。 
 町づくり交付金事業、この事業につきましては、平成２１年度より防災に強いまち

づくりということで、役場を中心とした７行政区、１７３ｈａの区域内の防災公園、

防火水槽、道路改良拡幅、水路改修等の補助事業であり、平成２１年度から２５年度

の５カ年計画の事業であります。 
 河川総務費、１級河川８本に対する負担金補助、及び筑前町一円に対する県単砂防

事業負担金が主なものであり、詳細な説明は省略させていただきます。 
 河川維持管理費、準用河川５本、延長８．２㎞の浚渫工事及び維持補修が主なもの

であり、平成２２年度は旭ノ下川ほか２カ所の浚渫工事を行っております。 
 農災の現年発生災害復旧費、現年発生農災につきましては、平成２２年７月１０日

から１５日の間に発生した災害であります。 
 補助対象災害１４件、単独災害１６件、応急工事２件の合計３２件となっておりま

す。 
 林道災害復旧費、この事業につきましては、平成２１年度より林道維持補修と林道

災害の区別が分かりにくいということで、林道災害復旧費を新設し、別計上としたも

のです。単独災害１６件。 
公共災害の現年発生道路橋梁災害復旧費、道路橋梁の現年発生公共災害につきまし

ては、農災同様、平成２２年７月１０日から１５日の間に発生した災害であります。

補助対象災害６件、単独災害２２件の合計２８件となっております。 
最後に、公共災害の現年発生河川災害復旧費、河川の現年発生公共災害につきまし

ては、同様の間に発生した災害であります。補助対象災害３件、単独災害９件の合計

１２件となっております。 
農災、公共災害を含め、災害は発生して初めて災害となり、予算措置がとられるた

めに、危険箇所等については、維持管理予算で随時対応しており、ゲリラ豪雨等に対

する対応できるような、危険箇所の事前把握が今後大きな課題であり、現在、中山間

地域を重点的に事前、事後の点検パトロールに努めているところでございます。 
 続きまして、決算書の説明に移らせていただきます。 
 まず、決算書の１２３ページをお開きください。 
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 ５款２項３目林道費４７２千円、内容につきましては、林道１１路線、２３㎞のう

ち東山林道の応急補修費４７２千円であります。 
 続きまして、１２５ページをお開きください。 
 ７款１項１目土木総務費６３，２１６千円、１節報酬につきましては、検査員、登

記嘱託職員の報酬です。 
 ２節から４節につきましては、人件費であり省略いたします。 
 ９節旅費、１１節需用費、１２節役務費及び１４節の使用料及び賃借料、１９節の

負担金補助及び交付金につきましては、義務的経費であり省略いたします。 
 なお、１２６ページの１３節委託料につきましては、セットバック等による寄付の

分筆測量図作成業務１０件、及び職員で対応できないような複雑な相続関係の登記関

係事務委託料、並びに境界立会実績登録業務２７６件の法定外公共物追加譲与申請業

務委託分であります。 
 １２７ページから１２８ページをお開きください。 
 ７款２項１目道路橋梁総務費４，８５１千円、１３節委託料につきましては、普通

地方交付税等の基礎数値となる道路台帳補正業務委託料です。 
 ７款２項２目道路維持費４１，３１４千円、道路維持費につきましては、町道１，

２９５路線、４６６㎞、里道３，２９６路線、３１２㎞の維持管理費であります。 
 １３節委託料、シルバー人材センターによる毎月４回の道路パトロール及び小規模

な破損箇所等の補修、また、対応できないような危険箇所につきましては、報告書を

作成していただいて、建設課のほうに提出をしていただいております。 
 １４節使用料及び賃借料、平成２２年１２月２７日から本年２月１３日にかけての

積雪に伴う除雪６回分でございます。 
 １５節工事請負費につきましては、要望書等に基づく、道路破損危険箇所等を緊急

性、受付の日付、費用対効果、利用度等を考慮し、予算の範囲内で５９契約、約１０

０カ所程度を実施しております。 
 １６節原材料費につきましては、砕石代及びストックファルト、道路凍結防止白煙

灯でございます。 
 続きまして、７款２項３目道路新設改良費１７４，２３３千円、１３節南幼稚園前

線ほか３件の測量設計委託料です。 
 １５節、２１年度からの繰越分１件、きめ細かな臨時交付金による繰越分６件、平

成２２年度当初予算分９件、計１６件の道路改良工事分です。 
 １７節、田屋線ほか３路線、及び繰越分２路線、８７０㎡の用地買収費です。 
 ２２節、田屋線ほか３路線の補償費です。 
 繰越明許費４０，０００千円につきましては、１００％のきめ細かな臨時交付金対

象事業として、平成２３年度計画分を２２年度の予算の３月補正予算として前倒し計

上し、２３年度発注、年度内施工することによって、合併特例債の縮減を図るもので

ございます。これは、まん中の繰越明許費のところに上がっております４０，０００

千円の説明でございます。 
 続きまして、１２９ページをお開きください。 
 ７款２項４目国交省交付金事業費１４６，６７８千円、この事業は、下高場から大

久保までの南北線の国庫補助事業であります。全体の計画延長１，９４０ｍ、補助率

５５％、補助残の９５％が合併特例債となっております。 
 １３節、南北線地質調査業務委託９９７千円と大久保地区擁壁詳細設計業務委託７

３５千円の計１，７３２千円。 
 １５節、城山橋橋梁上部工工事５３，２４０千円、城山橋の前後の南北線道路改良

工事４８，６８８千円、それから城山橋、大久保地区下堤ため池付近の南北線道路改

良工事２工区２７，１２０千円、及び南北線の道路改良関連付帯工事４，６９４千円、
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ガードレール設置工ほか関連付帯工２，６９１千円です。 
 １節から１４節の事務費につきましては、省略をさせていただきます。 
 ７款２項５目防衛施設周辺道路改修等事業費３９，３１２千円、この事業は、補助

率７５％の補助事業であります。平成２２年度までの進捗率につきましては、平成２

１年の国債継続分まで、事業費ベースで９０％となっております。 
 １５節は篠隈・下高場線、延長１３２ｍの工事請負費であります。２１年度国債継

続費精算分２３，７２８千円、２２年度国債継続費前払分７，０００千円、及び三松

工場進入口舗装すり付け等のその他付帯工の工事分でございます。 
 続いて、１３１ページから１３２ページをお開きください。 
 １７節及び２２節の不用額につきましては、地権者との用地交渉に努力してまいり

ましたが、補助事業、単歳につきましては、用地買収、補償、さらには年度末までに

更地にすることが要件となっており、平成２２年度末までの完了が困難となったた

め、防衛省と協議を行った結果、再度の繰り越しは困難であり、一時的に事業を取り

下げし、事業遂行を見合わせることとなり、今回不用額としたものです。 
 今後この事業の遂行につきましては、用地交渉について、継続して行っているとこ

ろであり、地権者との協議が整えば、防衛省に再度新規事業として相談、要望に努力

していきたいと考えております。 
 ２節から１４節の事務費については、省略をさせていただきます。 
 続きまして、７款２項６目まちづくり交付金事業費４９，７５０千円、この事業費

につきましては、平成２１年度より防災に強いまちづくりということで、役場を中心

とした７行政区の防災公園、防火水槽、道路改良拡幅、水路改修等の補助事業であり、

平成２１年度から２５年度までの５カ年計画の事業であります。 
 １節から１２節及び１４節の事務費分については省略をさせていただきます。 
 １３節委託料、２路線の測量設計、地質調査業務委託料及び防災緑地公園の管理業

務委託料でございます。 
 １５節工事請負費につきましては、昭和・川原田線道路改良工事、及び篠隈地区の

水路改修工事の工事費であります。 
 １７節公有財産購入費につきましては、篠隈中央線１路線、７名、９筆、６３．６

㎡の用地買収費１，５０７千円です。 
 １９節は、全国まちづくり情報協議会負担金１０千円です。 
 ２２節につきましては、２名の方の建物、工作物、立竹木等の補償費１，０４２千

円です。 
 続きまして、７款３項１目河川総務費４，１３６千円、１級河川８本に対する義務

的負担金が主なものであり、詳細な説明は省略させていただきます。 
 続きまして、１３３ページから１３４ページをお開きください。 
 ７款３項２目河川維持管理費２，９４２千円、これは、準用河川５本及び普通河川

の主に浚渫工事、及び維持管理工事であります。こちらも詳細については省略させて

いただきます。 
 続きまして、１８９ページから１９０ページをお開きください。 
 １０款１項２目農災の現年発生災害復旧費３４，２００千円、主に平成２２年７月

１０日から１５日の間に発生した災害であります。 
 １３節委託料につきましては、補助事業１６カ所、１４件の災害を３ブロックに分

けて測量調査を行ったものです。したがいまして、契約件数は３件ということでござ

います。 
 １５節工事請負費、補助事業、補助対象事業、農地９件のうち農業用施設との合併

施工が２件含まれており、契約的には７件、農業用施設７件。７件の内訳といたしま

しては、ため池２件、農道２件、水路１件、頭首工２件の計１４件。単独災害、農地
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災害が３件、農業用施設災害１３件の計１６件。中身につきましては、農道７件、水

路５件、ため池１件でございます。応急工事、水路２件、合計３２件の農災工事請負

費２６，３６６千円と応急工事費４，６２１千円です。 
 事務費については、省略させていただきます。 
 １０款１項３目林道災害復旧費１２，４５６千円、１５節東山林道５件、三並林道

１件、石坂林道３件、曽根田林道４件、吹田林道１件、砥上林道１件、弥永谷林道１

件の計１６件の林道災害復旧工事費で８，８２３千円、及び崩土の除去、伐採等応急

工事費３，６３３千円です。 
 １０款２項３目公共災害の現年発生道路橋梁災害復旧費９６，５６４千円、１３節

三箇山・開発線等大規模災害及びその他８カ所の計９カ所分の２契約に分けた測量設

計委託料６，５３９千円。 
 １５節、平成２１年から２２年度繰越の災害復旧工事１件、３８，２３６千円と、

２２年度災害補助対象道路災害６件、単独道路災害２１件、４９，７８０千円、及び

道路部の崩土の除去等応急工事１件、６８２千円、合計２８件の災害復旧費でござい

ます。 
 なお、２２年度災害補助対象道路災害の三箇山・開発線災害復旧工事１件につきま

しては、査定決定承認後、標準工期が足りないために繰り越し工事として、本年、２

３年の７月２９日に竣工したところでございます。 
 １０款２項４目公共災、現年発生河川災害復旧費１３，７４０千円、補助対象河川

災害、櫛木川２件、三箇山川１件の計３件、単独災害、梅川４件、山家川１件、櫛木

川２件、三箇山川１件、曽根田川１件の計９件、合計１２件の公共河川災害１３，７

４０千円です。 
 以上で、５款林道費４７２千円、７款土木費５２６，４３６千円、１０款災害復旧

費１５６，９６２千円、合計６８３，８７０千円。 
 以上で、平成２２年度建設課関係の決算の説明を終わらせていただきます。以上で

す。 
 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

金子委員 
 金子委員  成果表の１２５ページの道路新設改良の中の土穴・小原田線の道路改良工事につい

て、質問します。 
 これは、当初計画からかなり遅れておるようでございます。ここに２１年度分を繰

り越してでもされたというような格好になっております。 
 簡単な理由とですね、完了の見通しについて、質問します。 

 委 員 長  建設課長 
 建設課長  お答えいたします。 

 この土穴・小原田線につきましては、北側の県道７７号線のほうから下水道の計画

が前倒しでございまして、二重投資にならないように、下水道工事を先行させたため

に計画が遅れたものでございます。 
 ご指摘のように、なるべく早く、来年を目標に完成に向けて努力をしていきたいと、

このように考えておるところでございます。以上です。 
 委 員 長  河内委員 
 河内委員  資料のほうの１２５、１２６でお尋ねします。 

 国交省交付金事業とまちづくり交付金事業、それぞれ２５年度までの事業なんです

が、それぞれの進捗率をお願いします。 
 委 員 長  建設課長 
 建設課長  お答えいたします。 
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 まちづくり交付金事業につきましては、いろんなメニューがございますので、事業

費ベースでしかちょっとご回答できませんけれども、事業費ベースで５０％と。 
 それから、国交省の交付金事業、南北線の分につきましては、今、算定中でござい

ますので、後で調査して報告をさせていただきたいと思います。以上です。 
 委 員 長  河内委員 
 河内委員  南北線のほうなんですが、２５年度まで、用地買収がなんか難航しているようなお

話でしたが、２５年度までに完成はできるんでしょうか、お尋ねします。 
 委 員 長  建設課長 
 建設課長  お答えいたします。 

 南北線につきましては、用地買収、用地補償、すべて２２年度で、前年までにすべ

て完了しております。 
 一応、多分、多目的運動公園の関係ではないかと思うんですけれども、南北線につ

きましては、一応すべて完了しております。以上です。 
 委 員 長  宮原委員 
 宮原委員  決算書の１２９ページ、１３０ページの防衛道路の件ですが、一応、今年度取り下

げたということで、不用額が８０，０００千円ぐらい出ておるわけですが、おそらく

用地買収確保の問題で苦労されているんじゃなかろうかと思いますが、そこら辺の内

容についてですね、できればお聞きしたいと思います。 
 用地確保の点、その他でいろいろご苦労なさっているとすればですね、期成会等も

ございますので、そういう面も利用されたらどうかということでお尋ねします。 
 委 員 長  建設課長 
 建設課長  お答えいたします。 

 この防衛道路の分につきましては、先ほど説明しましたように、用地買収、国庫補

助事業の単歳事業という事業になるんですけれども、非常に要件が厳しいということ

で、これがもし本年の３月末までに整わなかった場合には、全体事業費に影響を及ぼ

す恐れがあるということで、一応防衛省のほうと協議して、先ほどの説明となったわ

けですけれども。 
 内容につきましては、当然、国道に沿った場所で、生活の本拠それから営業の本拠、

そういったものをすべて持ってある方に、立ち退いていただくというような、非常に

デリケートな内容でございます。 
 当然、それから先、生活が、当然移転した後も新しい生活があるわけでございます

ので、当然、それなりの場所が必要になると。それなりの場所を見つけた場合も、さ

らに見つけた相手先の方が、今度は代替え地を要求されるということになりますと、

当然、その代替え地を提供していただいた方のことも考えないといけないということ

で、非常に難航しておりますけれども、一応、今のところ継続して努力しているとい

う状況であり、期成会等を利用されてはということでございますので、今後ともまた

働きかけ、そういったものをお願いするかもしれませんので、そのときはよろしくお

願いしたいと思っております。以上です。 
 委 員 長  質疑が終わりました。 

 これで、建設課を終わります。 
 委 員 長  追加の説明を建設課長から受けたいと思いますので、よろしくお願いします。 

建設課長 
 建設課長  申し訳ございません。 

 先ほどの南北線の進捗率でございます。 
 これが延長ベースで４０％ということでございます。以上です。 

 委 員 長  それでは、都市計画課の説明を求めます。 
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都市計画課長 
都市計画課長  都市計画課でございます。 

 ２２年度都市計画課所管の決算状況について、ご説明を申し上げます。 
 歳入歳出決算書の１３３ページからでございます。 
 ７款４項１目都市計画総務費の予算現額は、当初予算額９１０，５５３千円から２

６，４５３千円を減額補正をいたしまして、前年度からの繰越明許費２５，５００千

円を加えた９，６００千円です。うち８６９，８８３千円を執行し、２，８３５千円

を翌年度に繰り越しいたしました。 
 それでは、執行した主なものについて、ご説明を申し上げます。 
 １節報酬は、都市計画審議会を２回開催をいたしております。 
 ２節給料から４節共済費は人件費でありまして、また、９節は普通旅費、それから

１１節需用費は物件費のために、説明を省略させていただきます。 
 １３節委託料は、社会資本整備総合交付金を受け、西田地区住環境整備事業基礎調

査等業務委託料として６，３６３千円を執行いたしました。補助率は５０％でござい

ます。 
 住環境整備は、計画の立案から完成までに多年を要する事業です。特に、計画の立

案段階では、現況の抱える問題点をいかに克服していくか、住民の希望する住環境整

備をいかに実現していくか、個人の利害と公共の利益のバランスを保つなど、包括的

な取り組みが求められております。 
 このため、基礎調査の実施にあたっては、事前勉強会の開催、地区代表交換会、準

備会の開催、まちづくり委員会の開催等を行いながら、地区及び地区周辺の現況調査、

問題点の抽出、それと今後の課題等を整理を行っております。 
 １５節です。工事請負費の内訳は、明許繰越費から町道金茸原線の道路改良工事関

係分２４，０８３千円、現年度予算から向原鬼隈線、松ノ木城山線の歩道整備工事費

４，１５５千円です。いずれも四三嶋地区の工業団地造成事業に伴うものでございま

す。 
 １７節公有財産購入費の内訳は、明許繰越費から町道金茸原線の道路改良工事費と

して、３名の所有者から４２２㎡を８０７千円、現年度予算から向原鬼隈線の道路改

良工事費として、９名の所有者から９７６㎡を４，８８０千円でそれぞれ買収し、松

ノ木城山線用地のうち１筆が、５６１㎡が係争中でありまして、この用地買収費とし

て２，８３５千円を次年度へ繰越を行っております。 
 １９節です。負担金補助及び交付金につきましては、国と県の都市計画協会負担金

の計を、記載をいたしております。 
 ２８節操出金では、備考欄の下段に記載をいたしております工業用地造成特別会計

への繰り出した１９０，２４５千円が都市計画執行分でございます。 
 次に、１３５ページをお願いいたします。 
 １３５ページ、２目の公園費です。当初予算額３３，６３１千円に１７，６４８千

円を増額補正した５１，２７９千円の予算現額から、４２，０６３千円を執行し、６，

０８３千円を翌年度に繰り越しております。 
 主なものをご説明申し上げます。 
 ９節旅費の費用弁償は、多目的運動公園地元役員会を２回開催いたしております。

 １１節需用費では、光熱水費として公園の電気、ガス、水道使用料及び公園施設等

の修繕料が主な支出でございます。 
 修繕料支出１，９４９千円の約４０％、金額にいたしまして約８００千円が、各公

園に設置したトイレ修繕に要した経費でございます。 
 明らかに故意の破損、乱暴な使用によると思われるものも含まれておりまして、た

いへん苦慮いたしておるところでございます。 
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 それから、１２節役務費の通信運搬費はふれあいファームの公衆電話の料金、手数

料につきましては、三並校区河川公園のし尿汲み取り料、それと水道に新規加入、ふ

るさと公園と百万池公園が加入いたしましたが、それの加入工事費の申請手数料２件

分でございます。 
 １３節委託料は、昨年度より８，１１９千円増の執行となっておりますが、これは、

備考欄記載の下から３項目、多目的運動公園都市計画決定及び事業認可申請業務の委

託料といたしまして１，２６０千円、それから、町の西部、二地区公園基礎調査委託

料として２，１００千円、及び多目的運動広場物件等の補償調査業務費といたしまし

て、９，６００千円等を執行したことによるものでございます。  
 その他の公園の管理費は、例年どおりに都市公園清掃費からふれあいファーム管理

委託料まで７項目に分類いたしまして、町が管理する都市公園及び道路緑地帯などの

清掃、樹木などの剪定や設備の保守点検、維持管理などの業務委託料として、ほぼ昨

年度と同額を執行いたしております。 
 １４節使用料及び賃借料の下水道使用料はふれあいファーム分です。 
 それから、１５節工事請負費のうちに水道設置工事２カ所、先ほどふれましたふる

さと公園と百万池公園でございますけれども、これといたしまして３４５千円を執行

いたしまして、残りの６，０８３千円は、ふれあいファームの屋根改修費を次年度へ

繰越をいたしております。 
 １８節の備品購入費は、芝刈り機を２台と現場用のカメラ１台を購入いたしており

ます。 
 １９節負担金補助及び交付金は、ふるさと公園それから百万池公園の公共下水道の

加入金でございます。 
 次に、３目国土交通省の公園事業費です。予算現額が当初予算額の５９，７００千

円に３，４３４千円を増額補正をいたしまして、前年度からの繰越明許費３９，５０

０千円を加えた１０２，６３４千円です。うち８８，８５７千円を執行いたしまして、

１３，５００千円を翌年度に繰越をいたしております。 
 主なものについて、ご説明を申し上げます。 
 １節の報酬から１１節需用費につきましては、備考欄にその内容と金額を記載して

おりますので、説明を省略いたします。 
 １２節役務費の手数料１０千円は、緑とスポーツのふれあい広場トイレの建築確認

申請手数料でございます。 
 １３節委託料は、安の里公園再整備実施計画業務委託料として３，５７０千円、緑

とスポーツのふれあい広場トイレ改修工事設計業務の委託料といたしまして５０４

千円の、計４，０７４千円を執行いたしております。 
 １４節使用料及び賃借料の内訳は、備考欄に記載しておるとおりでございます。 
 次に、１３７ページをお開きください。 
 １５節、一番上です。工事請負費の内訳は、繰越明許費から朝日公園整備工事費と

いたしまして、契約金額が５４，８７５千円でございましたが、そのうちの２１年度

に前払いを行いました１５，５００千円の残額３９，３７５千円を、平成２２年度に

執行いたしております。 
 なお、朝日公園工事につきましては、２２年の４月２８日に完工いたしております。

また、現年度予算からは、安の里公園再整備事業費４１，７７６千円を執行し、緑と

スポーツふれあい広場トイレ改修工事費１３，５００千円を次年度に繰り越しており

ます。 
 次に、５款住宅費、１目住宅管理費です。予算現額は、当初予算額３３，７９５千

円に１９，５７０千円を増額補正し、また、前年度からの繰越明許費１９，７４８千

円を加えた７３，１１３千円です。うち５８，９９５千円を執行して、１３，２２０
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千円を翌年度に繰り越しております。 
 主なものをご説明申し上げます。 
 １節の報酬費の選考委員の報酬につきましては、建設委員会を３回、それから入居

者選考委員会を２回開催いたしております。 
 ９節の旅費の説明は省略いたします。 
 １１節です。需用費では、窓あき封筒の印刷代のほかに、備考欄に記載のとおり執

行いたしました。 
 なお、修繕料は、住宅管理上欠くべからざる経費でありながら、不具合発生の連絡

を受けて、即座に対応する必要があるという、年間事業料積算が極めて困難な性質を

有しております。 
 当初予算編成時には、毎年度、前年度の執行額等を参考に予算計上を行っておりま

すけれども、本年度は約６００千円の予算流用を、承認を受けまして、入居者の要望

に応えたところでございます。 
 １２節役務費の手数料は、団地跡の空地の除草、樹木剪定作業と新太刀洗団地水道

設置工事手数料です。 
 下の登記手数料は、繰越明許費から町道中宮崎線、依井裏線の登記にかかる諸費を

支払っております。 
 １３節です。委託料は備考欄に記載のとおりに、水質検査委託料から消防用設備点

検委託料まで、例年どおりに執行いたしております。 
 次に、次段に記載しております、登記及び工事監理委託料は、繰越明許費から町道

中宮崎線、依井裏線道路改良に係る案件として、平成２２年の６月定例会に議案第４

５号として上程いたしました「訴えの提起について」を、ご承認いただきましたけれ

ども、相続関係人が６２人に対して、土地所有権移転登記手続きをするために、町が

原告となり訴訟に及んだ不在地主に係る所有権移転登記委託料といたしまして８９

６千円、それから、同道路の工事の管理業務委託料といたしまして１，４９９千円、

計の２，３９６千円を執行いたしております。 
 備考欄、最下段の測量設計委託料９，１８４千円の内訳でございます。 
 町西部地区町営住宅建替え事業に係る敷地測量業務の委託料として３，２５５千

円、地質調査委託料といたしまして４，４４６千円が主なものでございます。 
 同事業の基本実施設計委託料の１３，２２０千円は、次年度に繰り越しております。

 １節飛びまして１５節です。工事請負費として２５，４３３千円を執行いたしまし

た。補修工事費として３，８４３千円を執行いたしましたが、主な工事といたしまし

ては、楠ノ木団地の防水雨戸設置工事、６棟分で２，４９１千円などです。 
 工事請負費は、２１，５８９千円の執行ですが、現年度予算からは、新太刀洗団地

給水切替工事費及びその関連工事費として４，２００千円の支出が主なものでござい

ます。 
 また、繰越明許費から町道中宮崎線、依井裏線道路改良工事費１５，３１８千円を

含めて、同路線の改良工事関係事業分として１６，９４９千円を執行いたしておりま

す。 
 １９節負担金補助及び交付金の水道加入金は工事費でも触れましたが、新太刀洗団

地６０戸の水道加入金でございます。 
 引き続きまして、決算特別委員会資料をお開きください。 
 １２７ページ、１２８ページでございます。 
 町営住宅部門につきましては、町営住宅管理、住宅整備に分けて整理をしておりま

す。 
 住宅管理の住宅の維持・保全につきましては、成果も含めて決算書の内容説明でふ

れさせていただきましたが、補修件数が２１、２２年度ともに補修金額を生じたもの
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だけでも１００件と多く、職員の休日とか夜間の対応もかなりの頻度となっておりま

すが、今後とも適切な維持管理に努めてまいりたいと考えております。 
 使用料の徴収に関しましては、完納に向け担当職員一丸となり鋭意努力を行ってお

ります。平成２２年度収納率では、現年度分、滞納分ともに若干の改善を見ることが

できました。 
 早期の電話督促や訪問徴収等の徹底と、滞納者には分納誓約書の提出をお願いし、

生活に支障のない範囲で分納をお願いするなど、新たな滞納を発生させない、現在の

滞納状況を改善するを二本柱に、使用料未納額の改善に努めております。 
 住宅整備につきましては、西部エリアの町営住宅建替え事業といたしまして、地質

調査それと測量を実施いたしました。基本設計、実施設計については、平成２３年度

の２年間にわたり、現在取り組んでいるところです。 
 また、町営住宅としては、最初の新太刀洗団地の給水切替工事を完了することがで

きております。今後も上水道事業の進捗状況と併せて、随時切替え工事を進めてまい

りたいと思っております。 
 次に、都市計画部門です。 
 開発に伴う開発の許可件数、町の開発要綱に基づく協議件数及び建築確認、受託等

の事務件数ともに２０年度から２２年度まで、ほぼ横ばいでございました。 
 また、５，０００㎡以上の土地取引に係る国土利用計画法第２３条による届け出件

数は、２０年度が１５件、２１年度は０、２２年度が１件と、本町においても大企業

による大規模開発及び個人住宅等の意欲低下が顕著なものとなっておるようでござ

います。 
 それからですね、都市計画の中で、開発協議の上から２番目、開発協議（町）と書

いておる部分と、下から２番目、開発協議（町）と書いておる部分、全く同じ文章が

コピーされておりましたので、申し訳ございません。下の分を、削除をお願いしたい

と思います。申し訳ございません。 
 次に、次のページでございます。 
 都市計画においてでございますが、町内５地区の用途地域の拡張を行い、併せて南

高田地区に地区計画を指定して、より良い住環境づくりを推進するため、地区計画の

区域内における建築物の制限に関する条例を、平成２３年３月に制定をいたしまし

た。今後は、町内に甘木都市計画区域と夜須都市計画区域の西の都市計画区域が存す

る状況の改善や、既定の用途地域内の現状に即した区域見直し、あるいは既開発地域

の用途地域設定などに取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に、企業誘致です。 
 企業誘致につきましては、平成２２年９月、原地蔵地区に豊洋精工株式会社福岡工

場が操業開始いたしました。町内からは５０名近くの雇用を生みだして、さらに事業

拡張計画があるやにも聞き及んでおります。 
 また、２２年度は金型製造業の株式会社岐阜多田精機に、四三嶋企業誘致ゾーン内

の造成地０．８ｈａを売却いたしましたが、企業誘致関連の事業につきましては、工

業用地造成事業特別会計の中で成果、将来の課題につきましてもご説明をさせていた

だきたいと考えております。 
 都市公園につきましては、決算書の内容説明で、成果及び将来の課題についても若

干ふれさせていただきましたが、平成２２年度の大きな工事といたしましては、公園

が少なかった町西部に朝日公園が完工いたしました。 
 また、公園のバリアフリー化を目指しました、老朽化していた安の里公園の再整備

工事も終了し、次は、緑とスポーツのふれあい広場再整備事業に着手する計画でござ

います。 
 調査業務といたしましては、町の西の玄関口にふさわしい公園づくりを目指しまし
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て、二地区の住民の皆さんと一緒にワークショップ等を開催しながら、二地区公園の

基礎調査を行っております。 
 公園は、誰でもが、いつでも安心して利用できることが基本でございます。そして、

多くの公園におきまして、最大の利用者は、高齢者層と幼児、子ども層であることを

念頭におきまして、安全性につきましては、きめ細やかな対応の徹底を行っていきた

いと考えております。 
 また、昨年度の決算委員会でも述べましたけれども、都市計画課で管理する公園の

維持管理費に要する外部委託料だけでも２１，０００千円が必要となっております。

協働のまちづくりは住民自治の基本であり、地域の緑、言いかえれば地域密着型の公

園は、今後増大が危惧されております公園管理費の抑制のためにも、地元で管理でき

る施設は、地元で管理していただくという発想も必要ではないかというふうに考えて

おるところでございます。 
 次に、都市公園事業最大の懸案事項は、多目的運動公園整備の早期完成です。地元

委員会はもとより、議会関係各位のご協力を仰ぎながら、用地買収、実施設計、本工

事と進めてまいりたいと考えております。 
 一番最後です。一番下になりますが、住環境整備につきましては、平成２２年度は

西田地区における住環境整備基礎調査を実施いたしました。現在、本調査により明ら

かとなった整理課題から、地域と行政が協働して取り組むまちづくりとして、地元ま

ちづくり推進委員会を中心に勉強会、ワークショップを開催し、区域設定の確認、整

備課題の整理、概算事業費の算出等々まちづくりの骨格がために取り組んでおりま

す。併せて住民コンセンサスも求めていく予定でございます。 
 以上で、都市計画課分の説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 
一木委員 

 一木委員  決算書でございます。ページは１３６でございます。 
 工事請負費、１５節でございます。 
 先ほど課長の説明で、繰越明許費ということで６，０８３千円ということで、これ

につきましては、確かふれあいファームの屋根工事ということを、説明をなされたよ

うに聞いたわけでございます。 
 であれば、屋根工事は、確か今年の６月、梅雨前には完了するということをおっし

ゃってあったと思いましたけれども、私が勘違いしたのであれば、ですけれども。 
 先ほどの説明ではそのようにお聞きしましたので、説明を再度求めたいと思いま

す。 
 委 員 長  都市計画課長 
都市計画課長  お答えいたします。 

 早期完成についての取り組みについて、ご質問を受けたことを記憶いたしておりま

す。 
 ふれあいファーム、安の里公園と一体で使用しております部分もございまして、１

１月にど～んとかがし祭りがございます。 
 １０月に工事着手に向けての取り組みを行うということで、１１月契約、そして３

月までに完成ということで、準備を進めておるところでございます。以上です。 
 委 員 長  一木委員 
 一木委員  梅雨前に完成をということでございましたけれども、原因的にですね、そういうふ

うに工事の期日ですか、遅れるというふうなことの原因、業者等が計画にあわなかっ

たとかですね、茅葺の屋根等でございますので、特殊なそういった工事になるかなと

思いますけれども、その原因ですかね、主たる。その辺りがもう少し何かありました
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らということで、説明を求めたいと思います。 
 委 員 長  都市計画課長 
都市計画課長  早急に取り組めということのご支持は、議会でもあったというふうに考えておりま

すけれども、当初計画から、先ほど申し上げました、ど～んとかがし祭等がございま

すので、その期間が終わってからということで、計画をいたしておりまして、予定通

りの計画進捗というふうに考えております。 
 委 員 長  河内委員 
 河内委員  資料の１２７ページ、町営住宅の件で２点ほどお尋ねします。 

 住宅使用料の徴収の中で、滞納分、件数と長期滞納者はどれくらいの方がいらっし

ゃるのかということと、夜須地区の町営住宅建替え計画にあたって、現在住んでいる

方が退去された後は、新規の方は入れないというふうにお聞きしていたんですが、退

去した後に新しい方が入っているように見受けられるんですが、その理由を教えてく

ださい。 
 委 員 長  都市計画課長 
都市計画課長  滞納件数でございます。 

 過年度の滞納者数が６７名、その内訳といたしましては、現入居者が５５名で退去

者が１２名でございます。現在退去してある方。 
 現年度滞納者につきましては、４月から６月分でございますけれども、４４名の方

が滞納がございます。  
 それから、建替えに関しての新入居者が入ってあるということのお尋ねにつきまし

ては、曽根田地区で火災がございまして、その方、緊急避難という形で仮入居させて

おる分が１件ございます。以上です。 
 長期滞納者というのは、何年以上を長期滞納者ということで、ご質問いただいてお

るのでございましょうか。 
 委 員 長  河内委員 
 河内委員  何年以上というわけではなくて、長い人でどれくらいいるかということでお尋ねし

ます。 
都市計画課長  この分につきましては、後でお答えさせてもらってよろしいでしょうか。 
 委 員 長  河内委員 
 河内委員  それと町営住宅の入居基準というか、そういう家賃の支払い条件、入居するときに

されていると思うんですけれども、誓約。 
 滞納したら出て行くとか、そういう誓約書があると思うんですが、それの正確な期

間、何カ月滞納したら出ていかなくてはいけないという、項目が多分あると思うんで

すね。入居にあたって。それが分かりましたら、後で結構ですからお願いします。 
 委 員 長  都市計画課長 
都市計画課長  滞納につきましては、３カ月ということで記載をいたしております。 
 委 員 長  一木委員 
 一木委員  お尋ねします。 

 資料でございます。２点ありますけれども、まず１点は１２８ページでございます。

 企業誘致ということで、四三嶋地区造成工事に、このたび２工区ということでです

ね、確か来年の春には予定の企業が進出なされて、一部操業なされるというふうなこ

とであったんじゃないかなと思います。 
 まだ、そういった動きが感じられないということで、間違いないのかなというとこ

ろをですね、ご説明を１点お願いいたしたいと思います。 
 それから、もう１点でございます。１ページ前の１２７ページの町営住宅でござい

ます。 
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 使用料の収納状況ということで、現年度でございます。調定額が７６，５７０千円、

収納額が７２，０４８千円ということで、差し引くと４，５００千円ほどの差という

ことになりますけれども。 
 この未収納につきましてですね、合併前後に新しく建替え等ございましたけれど

も、この辺りの方たちの未収なのか、また、従来型の未収というふうなことなのか、

その点について、説明をもう少し求めたいと思います。 
 委 員 長  都市計画課長 
都市計画課長  １点目の、多田精機につきましての企業進出の考え方でございますけれども、私ど

もも直接会社のほう、あるいは県のほうからも確認いたしておるところでは、平成２

４年の４月から５月にかけて第１期工事を行うということで伺っております。 
 それから、この議会が終わりましたらですね、多田精機それからマルヤスのほうに

も直接伺って、その状況の確認をもう１回していきたいというふうに考えておりま

す。 
 それから、滞納でございますけれども、ほぼどの住宅にもまんべんなくというよう

な形で、あるということでございます。 
 委 員 長  一木委員 
 一木委員  あんまりまんべんなくが、いいまんべんなくじゃなくてですね。 

 この中で、特に新しく建替え等をなされた町営住宅あたりについては、かなり厳し

く、そういった滞納等がないようにということで、町のほうも入居にあたりましては、

そういった誓約とかいろんな条件を求められているはずでございます。 
 新しく建替え等の、この町営住宅についても、やはり滞納等が増えてきているとい

うことであれば問題であるし、その辺りがつかまれてあるのであれば説明を求めたい

と思います。 
 また、従来型についてもですね、やはりそういった滞納が少なくなるようには努力

をしていただかなければならないわけですけれども。 
 その辺りを、説明を求めたいということで、お尋ねしたわけですけれども。 
 つかまれてなかったら、後ほどでもよろしゅうございますけれども、説明をお願い

したいと思います。 
 委 員 長  新しい住宅での件数は分からないんですか、滞納件数。 

都市計画課長 
都市計画課長  長期滞納者の件と併せて、後でお答えさせていただきたいと思います。 
 委 員 長  梅田委員 
 梅田委員  資料の１２７ページ、町営住宅なんですが、この住宅維持補修、修繕件数１００件

と、また工事件数１１件ということで、多いと思いますが。 
 これは、あくまでも西部地区のほうの住宅に限っての件数でございますか。 

 委 員 長  都市計画課長 
都市計画課長  お答えいたします。 

 新たに建設した分についてもですね、若干の不具合等もありまして、それもござい

ますけれども、全体的、町全体の件数がですね、先ほどご説明で申し上げましたけれ

ども、費用が伴った分、２１年度、２２年度ともに１００件対応いたしております。

 委 員 長  梅田委員 
 梅田委員  新しい住宅でも、こういう補修なり工事なりが発生しているということの説明でし

たが、まだまだ本当に新しい住宅なわけなんですけれども、どういったことが発生し

ているのかと思います。 
 それで、ここ修繕費が４，６００千円ほど上がっているわけなんですけれども、そ

の点について、お尋ねいたします。 
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 委 員 長  都市計画課長 
都市計画課長  金額的あるいは件数的に一番多いのは、ポンプ、水道、水回り関係の故障が一番多

いようでございます。 
 新しい分につきましては、電気の不都合があったとかですね、人感センサーとか取

り付けておりますけれども、それの不具合があったとかですね、軽微なものが主でご

ざいますけれども、費用面でから多い件数につきましては、井戸水回り関係が一番多

いようでございます。 
 委 員 長  梅田委員 
 梅田委員  西部地区の住宅のように、当然古くなれば水回り等は、もうしょっちゅう悪くなる

んじゃないかなと思いますが、警備のセンサー等、そういったものというのは、保証

期間と言いますか、そういったことで対応できるということにはなってないのかなと

思います。 
 それと、今年度の当初予算には、西部地区の町営住宅建替えということは先送りさ

れたわけなんですが、こういう修理、修繕が多発するということは、もう西部地区に

おいては当然のことで、今後も発生するだろうと思いますが、先のこの点の見通し、

新しい建替えということはどのように、これは、町長にお尋ねしたいと思いますが。

 委 員 長  町長 
 町  長  お答えいたします。 

 西部地区の住宅事情、公営住宅事情は私もよく承知しているつもりでございます。

当然、調査等もやりまして、必要性は十分認識するところでございますが。 
 どうしても財政事情からしまして困難であると、ここで住宅事情を優先して執行す

れば、後世にかなり財政負担を強いるんじゃなかろうかと、そういったことがござい

まして、今しばらく財政事情等調整をさせていただきたいと、そのように考えている

ところでございます。 
 必要性は認めておりますけれども、今後基本計画を策定いたしますし、それに基づ

きました実施計画を、まだ本年度策定中でございますけれども、その中で十分検討し

ていきたいと。 
 実施計画になりますと、財源の裏付けまで確保できたものについて、計上するよう

にいたしておりますので、その辺で見極めたいと、そのように思っておるところでご

ざいます。 
 委 員 長  都市計画課長 
都市計画課長  新しく建った三輪地区の団地につきましての、建物については２年間の保証期間が

ございます。 
 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、工事を行った分が１００件でございま

してですね、それ以外も住民の方から、不都合があるということであれば、どげんか

しなさいという話にはなりませんので、職員が当然出向きます。それを加えると、か

なりの件数になるわけなんですけれども、連絡を受けて補修まで至ったというよう

な、金額が発生したというのが１００件あったということでございます。 
 委 員 長  久保委員 
 久保委員  １２７ページの町営住宅の件でお聞きします。 

 滞納分に対しまして、本年度が１２．９５％の収納率、若干上がっておりますが、

他の町税あたりでは不納欠損が明記されております。 
 この町営住宅の滞納分に関しては、時効とかですね、不納欠損はないんでしょうか、

お願い申し上げます。 
 委 員 長  都市計画課長 
都市計画課長  先ほどもご質問がありましたけれども、町営住宅には保証人等も取っておりますの
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で、そちらのほうにも当然、催告していかなければならないということで、上げてお

りません。 
 委 員 長  久保委員 
 久保委員  不納欠損が発生しないということであればですね、この１，９００万近い滞納額は

ずっと永久的に残っていくわけでございますか。 
 そうなればですね、保証人があっても、どうしても取れないというものも、仮に長

期的な不納が、滞納があると思うんですよね。 
 そうせんと、この数字がいつまでも大きな数字で残っていくと思うんですけど、そ

の辺はどうですかね。どうしても保証人がおっても取れないという状況、あくまでも

数字を残していくんですか、その辺のことをお願いします。 
 委 員 長  都市計画課長 
都市計画課長  夜須町時代に訴訟を起こしまして、債権の取り立てを行ったというケースが１件ご

ざいます。しかしながら、その債権取り立てにつきましては、かなりの費用がかかっ

ております。 
費用対効果の問題もあるんですけれども、基本的にですね、町営住宅は低所得者に

対して低廉な家賃で良質な住宅を提供するという根本の法律の趣旨がございます。 
 先ほども申しましたように、分納誓約を取りながら、生活に支障がない範囲でです

ね、今、何とか家賃の徴収については、職員一同当たっておるところでございます。

以上です。 
 委 員 長  副町長 
 副 町 長  さっきの久保委員の不納欠損の関係でございますけれども、ちょっと担当課長と意

見は若干違いますけれども。  
 保育料の関係で、不納欠損ということでですね、一昨年か昨年落としたと思います。

そういった中で、先ほど久保委員か言われたように、町営住宅に現在入居してある方、

そういった者については、不納欠損として落としませんけれども、退去をされて、未

納のまんま行ってある方がおられます。 
 そういった方については、当然ながら追跡調査をやりますけれども、それでもなお

かつもう分からないという方については、郵便等を出しても返ってくると、そういっ

たふうなものをもってですね、今後やっぱり処理していかんと、このまま残るんでは

ないかというようなことも若干考えておりますので、補足説明をさせていただきたい

と思います。そのようにご理解いただきたいと思います。以上です。 
 委 員 長  質疑が終わりました。 

 これで、都市計画課を終わります。 
 休  憩   
 委 員 長  ここで、休憩をいたします。 

 １０時５５分から再開いたします。 
（１０：４５）

 再  開  
 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１０：５４）

 委 員 長  教育課の説明を求めます。 
教育課長 

 教育課長  教育課関係の決算について、説明を申し上げます。 
 決算書の８１ページ、８２ページをお開きお願いいたします。 
 ２款５項５目の学校基本調査費でございますが、１３千円の支出額でございます。

毎年５月１日を基準として行います統計調査で、県の統計委託費を財源としまして、
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消耗品等の事務費を支出いたしております。 
 次に、９５ページ、９６ページをお願いいたします。 
 ３款２項１目児童福祉総務費のうち、１１節の需用費、１３節委託料、１４節使用

料、１５節工事請負費で、教育課が配置されておりますこども未来館の施設管理を教

育課が受け持っている関係から、電気料や清掃委託費など日常的な維持管理に必要な

費用３，７３４千円を支出いたしております。 
 続きまして、１４３ページ、１４４ページでございます。 
 教育費の説明をいたします。 
１項教育総務費、１目教育委員会費でございます。支出済額は２，７１５千円でご

ざいまして、教育委員４名の報酬及び旅費、並びに朝倉郡地方教育委員会連絡協議会

負担金が主な支出でございます。 
 ２目事務局費です。支出済額は２４０，３１３千円です。ここでは平成２１年度か

らの明許繰越を１２０，２８８千円しておりまして、これは、町内小中学校へのデジ

タルテレビ、太陽光、風力発電の設置とこども未来館の屋内防水工事費でございます。

 なお、２１３千円、予備費からの充用をお願いしておりますが、これは、三輪中弓

道部の九州大会と水泳、個人の九州と全国大会出場に係る補助金でございます。 
 １４５、１４６ページをお願いします。 
 １３節委託料で、太陽光、風力発電施設設計工事監理委託料に５，０９３千円、こ

ども未来館屋根防水工事設計委託料に４７２千円支出しております。 
 １５節工事請負費では、太陽光、風力発電施設設置工事として８３，６３２千円、

こども未来館屋根防水工事として４，０１６千円の支出をいたしております。 
 なお、不用額の１１，７６７千円につきましては、太陽光、風力発電設置工事の入

札残で、本来であれば減額補正をすべきところでございますけれども、太陽光、風力

発電の設置工事の工期が今年の１月末までとなっておりまして、変更契約の可能性も

あったことから、３月補正入力を見送ったため、結果的に不用額となったものでござ

います。 
 １８節備品購入費につきましては、小中学校のすべての普通教室に５０インチのデ

ジタルテレビを導入したもので、５０型テレビ８０台、４２型テレビ１２台、キャス

ター付きテレビ台３４台分でございます。入札の結果は、６１．３％の落札率でござ

いました。 
 １４７ページ、１４８ページをお願いいたします。 
 次に、各学校の支出について、説明いたします。 
 各学校とも目的ごとに、１目学校管理費、２目教育振興費、３目学校建設費に分け

て支出しております。 
 学校管理費では、学校維持管理費のほか用務員業務委託料、給食調理業務委託料、

図書司書業務委託料などを支出をいたしております。 
 教育振興費では、教育用パソコンシステム借上料、教材費、就学援助費などを支出

しております。 
 それでは、最初に、三並小学校費について、説明をいたします。 
 ２項三並小学校費は、支出済額２７，１８３千円でございます。 
 １目学校管理費として２０，８６６千円の支出で、光熱水費等の１１節需用費と給

食調理業務委託料などの、１３節委託料が主なものでございます。 
 １４９ページ、１５０ページをお願いします。 
 ２目教育振興費として６，３１７千円の支出で、特別教育支援員の賃金、教育用パ

ソコンの借上料が主なものでございます。 
 １５１、１５２ページをお願いします。 
 次は、３項中牟田小学校費でございます。支出済額は６４，０２１千円です。 
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 １目学校管理費として３２，４４５千円を支出いたしております。 
 １５３、１５４ページをお願いいたします。 
 １５節工事請負費で、予備費から９４１千円流用しておりますが、これは、校内内

線電話に不具合が発生し、緊急伝達に支障を来したため、緊急に電話設備の更新を行

ったものであります。 
 ２目教育振興費として７，９７０千円を支出いたしております。 
 次に、１５５、１５６ページをお願いいたします。 
 ３目学校建設費として２３，６０５千円を支出いたしております。これは、老朽化

いたしております第１棟のトイレを、国庫補助によりまして改修したことによるもの

でございます。 
 次は、４項東小田小学校費でございます。支出済額７６，２９２千円です。 
 ２１年度からの明許繰越が１１，４６８千円、予備費から充用を１，２８１千円い

たしております。 
 １目学校管理費として４０，７８２千円を支出いたしております。 
 １５７、１５８ページをお願いいたします。 
 １５節工事請負費では、繰越事業の北門と東門の門扉の設置が９３１千円、校内放

送設備の突然の故障により、予備費から充用をお願いして、１，２８１千円の改修工

事を行っております。 
 ２目教育振興費として２７，７９８千円を支出しており、前年度より１３，１６６

千円の増となっておりますが、これは、町単独で実施をいたしました１年生の３５人

学級編成に伴う常勤講師の賃金３，４６０千円と、長年の懸案事項となっていました

運動場隣接の農地を学校実習田として取得したことによる公有財産購入費１０，１０

６千円でございます。 
 ３目学校建設費では７，７１１千円を支出いたしておりますが、これは、運動場北

側の外トイレ工事費と２３年度に予定しています第１棟のトイレ改修の設計委託料

でございます。 
 また、体育館の雨漏り改修工事費及び設計委託料６，４１６千円を２３年度に明許

繰越いたしております。 
 １５９、１６０ページをお願いいたします。 
 ５項三輪小学校費でございます。支出済額２５０，９５１千円です。 
 １目学校管理費として７１，６９４千円を支出しております。 
 東小田小学校の学校管理費と比べまして３千万ほど多くなっておりますが、これ

は、図書司書１名と給食調理員３名の町職員の配置による人件費によるものでござい

ます。 
 １６１、１６２ページをお願いします。 
 ２目教育振興費として２２，５１１千円を支出しています。 
 ７節賃金の常勤講師賃金４，２１６千円の支出は、小学校１年生の３５人学級編成

によるものでございます。 
 １６３、１６４ページをお願いいたします。 
 ３目学校建設費は、１５６，７４５千円を支出しておりますが、第１棟の建替えで

２１年度からの継続事業で、２１年度分として２５５，５１６千円を支出しておりま

して、２カ年合計では４０７，３８９千円となっております。 
 なお、備品購入費の４，８７２千円につきましては、２１年度からの繰越事業分で、

保健室、図書室のカーテン、職員室、会議室の机、テーブルなどが主なものでござい

ます。 
 次は、６項夜須中学校費でございます。支出済額は８９，０６９千円です。 
 １目学校管理費として７１，５５１千円を支出しています。 
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 １６５、１６６ページをお願いいたします。 
 １５節工事請負費で２，２２７千円の支出を行っていますが、これは、固定黒板を

スライダー黒板に４教室分取り換えた工事費と、家庭科室の不具合のありました調理

台、２台の取り換え工事分でございます。 
 ２目教育振興費として１７，５１８千円を支出しております。 
 １６７、１６８ページをお願いいたします。 
 ７項三輪中学校費でございます。支出済額は５０，８４５千円でございます。 
 三輪中は、１９年度から２１年度までの３カ年事業で校舎改築を行っておりまし

て、前年度から支出額が大幅減となっております。 
 １目学校管理費として３７，２９０千円を支出いたしております 
 １６９、１７０ページをお願いいたします。 
 １５節の工事請負費では、校舎東側通路の舗装部分にクラックが入り、擁壁倒壊に

繋がる恐れがあったため、クラック部分の舗装補修工事を行っております。 
 ２目教育振興費につきましては、１３，５５４千円を支出いたしております。 
 次は、１８１、１８２ページをお願いいたします。 
 ９項文化財保護費でございます。支出済額は３２，１００千円です。 
 １目文化財保護総務として６，９０４千円を支出しています。 
 １８３、１８４ページをお願いします。 
 １５節工事請負費では、１９年度から実施しております文化財説明板の設置工事を

９カ所と神宮皇后が通った道を示す神宮古道という看板設置工事を１カ所行ってお

ります。 
 ２目埋蔵文化財調査費につきましては、１，２０６千円を支出しています。 
 ここでは、開発行為に伴う試掘調査費を支出しています。２２年度は２７件の試掘

調査を行っております。 
 ３目文化財補助事業費でございます。支出済額２３，９８９千円です。 
 １８５、１８６ページをお願いします。 
 １１節需用費の印刷製本費１，８１１千円は、三牟田のヒルハタ遺跡の報告書５０

０部の作成費です。 
 １３節委託料では、遺物の写真撮影、木製品の保存処理などの支出を行っておりま

す。 
 ４目埋文調査委託事業費では、当初４，８４９千円を予算計上しておりましたが、

２２年度は受託調査がありませんでしたので、３月に全額を減額補正しております。

 続きまして、決算特別委員会の資料の説明を行います。 
 １２９ページをお願いいたします。 
 学校教育におきましては、筑前町教育施策に基づき重点項目の推進計画を立て、義

務教育の推進を図っております。主な点について、説明をいたします。 
 学校教育の最初の項目であります、１．教育行政の推進については、教育委員会単

独の学校訪問や教育事務所同伴の学校訪問により、児童・生徒の教育活動の様子や学

校運営上の課題等について、実態把握を行っております。 
 次の項目の、２．校長を中心とした活力ある学校運営の確立につきましては、地域

に開かれた学校づくりの推進を目指しております。 
 ２２年度は文部科学省コミュニティスクール推進事業の指定校として三輪中学校

を指定し、コミュニティスクールの推進を図りました。 
 １３０ページをお願いいたします。 
 ３．確かな学力と豊かな心の育成を目指す教育内容の充実と教育指導の改善では、

新学習指導要領の趣旨を教室まで浸透させる取り組みの推進、きめ細かな指導への人

的支援、筑前町学力向上プランの推進を施策としております。 
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 ２２年度から指導主事を１名増員し、校内研修への指導主事派遣により、言語活動

の充実による思考力、判断力、表現力の育成等の授業改善の指導を行いました。 
 また、町単独事業により、小学校１年生の３５人以下学級編成を実施することで、

早期の学習規律形成、生活習慣育成等がなされました。 
 夏休みに実施をいたしました新規事業のサマースクールイン筑前では、１５２人の

参加があり、参加生徒のすべてが「参加してよかった」と回答し、基礎的、基本的な

内容の定着や学習意欲の向上に成果を上げました。 
 小中学校間での教員の兼務発令を夜須中学校と東小田小学校間において実施し、算

数、数学の系統性を踏まえた授業や中学校生活への意欲の向上が図られました。 
 ４．いじめ、不登校等を生まない学校づくりと生徒指導の充実でございますが、生

徒指導に係る調査を基に、学校の取り組みを点検、指導し、いじめ認知件数は１件、

不登校は１３人でございました。 
 問題行動等への対処に際しまして、学校の要請に応じて指導主事の派遣、こども未

来センターとの連携を行い、より良い解決を図る支援を行っております。 
 次に、文化財の説明に入らせていただきます。 
 １３３ページをお願いいたします。 
 郷土の文化と遺跡の調査につきましては、開発に先立ち、開発予定地の事前協議を

行い、必要に応じて試掘調査を実施することにより、開発と文化財保護の調整を行っ

ております。 
 ２２年度は、事前審査３９件、試掘調査２７件を行いました。また、文化財報告書

として国の補助事業により、三牟田のヒルハタ遺跡の報告書を５００部刊行いたしま

した。 
 惣利遺跡出土木製品についても、委託で６点、足田牟田事務所で２５点の保存処理

を行っています。今後は、整理済み出土遺物の活用方法や歴史民俗資料室のより良い

活用方法を検討していく必要があると考えます。 
 次は、１３４ページをお願いします。 
 学校給食費の収納状況について、でございます。  
 平成２２年度末の給食費滞納額は、６校合せて８８件の２，２８８，７９３円です。

昨年と比較しますと、累計で２０７，９５５円増えておりますが、単年度分で比較し

ますと、３５，９００円減っております。各学校ともに保護者宛ての文書を子どもに

持たせたり、学校長を含めた教職員で家庭訪問を行うなど、粘り強く納入のお願いを

いたしております。 
 平成２２年度から学校での対応が困難な特定の家庭につきましては、教育委員会が

催促を引き継いで対応することにしたため、２１年度と２２年度を比較しますと、幾

分改善をされております。 
 しかし、依然として支払い能力がありながら滞納している悪質な家庭もあるため、

裁判等の法的措置を検討しているところでございます。 
 以上で、教育課の説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 
内堀委員 

 内堀委員  １４６ページです。 
 こども未来館の屋根の防水工事が行われているんですけれども、建設時期と耐用年

数を教えてください。 
 それと、三輪中学校の体育館についても、建設時期と耐用年数についてお願いしま

す。 
 それと、以前の説明で、こども未来館については、耐震の検査の必要がないという

ふうな説明を受けていたと思うんですけれども、そういった状況が分かればお願いい
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たします。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  申し訳ございません。手元にデータを持ち合わせておりませんので、後で報告させ

ていただきます。 
 委 員 長  河内委員 
 河内委員  ２点お尋ねします。 

 各小中学校それぞれ修繕費が出てきます。 
 資料の中で、中牟田小と東小田はトイレ改修と分かったんですが、改修費の、何の

改修費だったのか内訳をお願いします。 
 それと、資料の１３０ページ、いじめ・不登校のところで、いじめが１件、不登校

１３というお話でしたが、原因はつかめていて、解決はもうされているのか、お尋ね

をいたします。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  お答えいたします。 

 修繕費の内訳でございますか、それぞれの学校ごとの修繕費の内訳ということです

ね。 
 まず、三並小学校からよろしいですか。 
 消防設備の修繕、それから調理室のタイル張り替え修繕、階段雨漏りの修繕、プレ

イルーム棚の取り換え、その他でございます。 
 中牟田小学校につきましては、屋外時計の修理、職員室エアコンの室外機の修理、

東門の改修、音楽室のエアコン修理でございます。 
 東小田小学校につきましては、窓ガラス等の修理等が主なものでございます。 
 それから、三輪小学校につきましては、体育館の照明、それから松枯れの予防、ト

イレ給水の修理、ランチルームに以前設置をしております太陽光発電のモニターの修

理、そういったものでございます。 
 それから、夜須中の修理でございますが、黒板の修理それから第１棟の４階の階段

にありますガラスブロックの防水修理等が主なものでございます。あと、こざこざガ

ラスの取り換えとかですね、そういったものが入っております。 
 それから、三輪中でございますが、給食棟のデッキ土間の改修、柔道の畳取り換え、

スズメ、鳩の防除対策、高鉄棒の修理、取り換え、美術室の修繕、そういったこざこ

ざが入っております。 
 それから、いじめにつきましては、教育委員会のほうに報告がございまして、教育

委員会のほうからも指導主事が現地のほうに入りましてですね、双方、原因等を把握

しながら、解決を図っております。以上でございます。 
 委 員 長  河内委員 
河内委員  最初の修繕費ですが、中牟田小と東小田は、今言われた以外にトイレの改修が入っ

ているんでしょうか。 
 それと、いじめ解決に、まだ解決はしていないというふうなニュアンスに受け取れ

たんですが、解決はしていないんでしょうか、再度お尋ねします。 
 委 員 長  教育課長 
教育課長  お答えいたします。 

 中牟田小学校につきましては、学校建設費の中で、国の学校施設整備補助金をいた

だきまして、大規模改造トイレ改修工事ということで、学校建設費の中の工事請負費

で改修を行っております。修繕費の中には、先ほど申しましたように、屋外時計とか

職員室のエアコン、そういったこざこざが入っております。 
 それから、いじめにつきましては、双方ですね、というか、学校、十分協議してで
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すね、解決を見ております。解決したということで報告を受けております。以上です。

 委 員 長  河内委員 
 河内委員  東小田は、この３，１５９千円の中にトイレ改修が入っていると理解していいんで

しょうか。 
 先ほどの説明では、窓ガラスやあと諸々のガラスだけで、３，０００千円もなるの

かなと思ったもんですから、お尋ねします。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  お答えいたします。 

 東小田小学校のトイレ改修につきましては、学校建設費の中にですね、実施設計委

託料を１，１５５千円、トイレ設計委託ということで、３目の学校建設費の中にです

ね、委託料として上げております。 
 実際、東小田のトイレ改修につきましては２３年度、今年の事業ということになっ

ております。 
 ２２年度の工事としましては、東小田小学校は外トイレ、運動場北側の外トイレの

工事を行っております。設置をいたしております。修繕費では上げておりません。 
 修繕費の中は先ほど申しましたように、いろんな学校の備品関係の修理とか水道周

りの修理とかガラスの修理関係、主なものとしてはそういった諸々が、この中の３，

５００千円の中に入っております。以上です。 
 委 員 長  内堀委員 
 内堀委員  全学校に共通するんですけれども、学力向上とかですね、研究指定校を受けてのい

ろんな取り組みがなされて、公開授業とかもなされているんですけれども。 
 その公開授業に対しての、地域の方とか保護者の参加状況なんかは把握されている

んでしょうか。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  教育委員会のほうでは、そこの把握まではいたしておりませんが、各学校では受付

で、保護者、地域の方の氏名を記名していただくことになっておりますので、各学校

では把握をしております。 
 委 員 長  内堀委員 
 内堀委員  学力向上についてはですね、本当に大雄教育長をはじめとして、本当に力を入れて

いただいているところなんですけれども。やはり家庭とか地域の力がたいへん重要だ

と思うんですよね。 
 やはりそういうふうに公開授業とかしても、それがやっぱり地域に還元されたりと

か、十分に理解されるためには、公開授業の形が今の形がいいのかということとかで

すね、日程の設定とか、いろんなことで効果が出せるような配慮は必要だというふう

に思っていますけれども、やはりその辺は、教育課もきちっと把握ができていたほう

がいいんじゃないかと思いますけど、今後取り組んでいただけるようにお願いいたし

ます。 
 委 員 長  回答はいいですかね。 

 （「はい。」の声あり） 
 委 員 長  桒野委員 
 桒野委員  資料の１３０ページでお尋ねいたします。 

 先ほど課長の説明にありましたように、いじめが１人と不登校の生徒が１３人おら

れるとお聞きしましたが、不登校の生徒にはどういう指導をされているか、お聞きを

いたします。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  お答えいたします。 
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 ２２年度のいじめの件数１件につきましては、東小田小学校でございまして、不登

校の児童１３人につきましては、三輪小学校が１名、東小田小学校１名、中牟田小学

校が１名、三輪中学校が４名、夜須中学校が６名でございます。 
 この不登校児童につきましては、あくまでも３０日以上の不登校を、不登校として

カウントをいたしておりまして、学校の対応としましては、当然、クラスの担任それ

から学年主任、それから養護の教員等でですね、自宅訪問をするなり電話連絡をする

なり等で対応を行っておりますし、また、保護者の相談等につきましても、こども未

来センターに２２年度配置されておりましたスクールソーシャルワーカーが家庭訪

問しましてですね、保護者との連携をとりながら、子どもの登校を促しておるところ

でございます。 
 また、教室までには入れなくても保健室までとかですね、また、あるいは適応指導

教室、そういったものも設けておりますので、そういったところを学校長のほうから

ですね、家庭の保護者の方に、少しでも学校に足が向くような形ということで、対応

を行っているところでございます。以上です。 
 委 員 長  桒野委員 
 桒野委員  不登校の生徒が１３人おられるとお聞きしましたが、期間が長い子どもでどのくら

いのあれが続いておるか。また、長引けは学力の低下はもちろん、いじめの対象にな

ろうかと思います。 
 皆さんご承知のように、三輪中学校は数年前に悲惨な事故が起きまして、二度とあ

あいうことは繰り返されたらいけないと思っておりますので、学校が教育委員会と、

ぜひとも万全な体制を取っていただきまして、よろしくお願いをいたすところでござ

います。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  手元にですね、データはちょっと持ち合わせておりませんので、長い子が何年行っ

てないかということまで、ちょっと報告できませんので、後で報告をさせていただき

たいと思います。 
 委 員 長  福本委員 
 福本委員  ２点ほどお尋ねしたいんですが、成果の資料の１３０ページに、サマースクールイ

ン筑前ということで、その結果について、非常に成果なり良かったという説明であっ

たわけですが。 
 そういう良かったことは、２３年度に継続的に取り組まれたのか、その点をお尋ね

したいと思います。 
 それともう１点はですね、これは、設備の関係で、いわゆる黒板の、移動型の黒板

設置が夜須中学校で３台ほど改修されたということですが、これは、学校全体に言え

ると思いますけれども、確かに黒板が上下するということは、先生たちの身長なり児

童・生徒の体長に合わせた形で黒板が動くということは非常にいいことだというふう

に思いますけれども、これは、大体何％ぐらい、割合的に設置されておるものか、そ

の説明を求めたいと思います。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  お答えいたします。 

 まず、サマースクールイン筑前について、でございますが、先ほど成果でも申しま

したように、参加した子どもは非常に満足であったということで、結果的に、その子

どもたちがですね、高校に、３年生については進学いたしております。 
 そういうことを受けまして、今年につきましても、同じく夏休み中にサマースクー

ルイン筑前を開催をしたわけでございますけれども、昨年、若干問題点がありました、

できる子とそうでない子という部分がありましたので、クラスをですね、２つに分け
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まして、基礎定着コースとチャレンジコースということで、２クラスに分けてですね、

それぞれ三輪校区、夜須校区実施をしたところでございます。 
 大体人数的にも、それぞれ変わらないくらいの人員が参加をしておりますが、分け

たことによりまして、今年の結果としましては、非常に子どもたちもですね、じっく

り基礎を学ぶことができたという生徒もいますし、また、学校で習わないようなです

ね、非常に高度の部分について、じっくりまたチャレンジすることが、自分の力を試

すことができたというアンケート結果になっております。 
 また、次の質問でございます移動型黒板でございますが、新しく改築をいたしてお

ります三輪中学校、それから今度改修しました三輪小学校につきましてはですね、す

べての教室において、新しい部分については移動型黒板にしておりますが、固定黒板

もいくつかございます。 
 その比率が何％かということでございますけれども、これにつきましては、調べて

後で報告をさせていただきます。 
 委 員 長  福本委員 
 福本委員  確かにサマースクールイン筑前については、町長もご案内のように、塾に行かずに

義務教育でしっかり学力を作るんだというような考えをもってありますし、そういっ

た意味から、サマースクールの役割というものは非常に高いものがあると、期待のも

のがあるというふうに思うわけです。 
 今後もですね、継続して取り組んでいただきたいと思いますし、内容的にも習熟度

を取り込まれて、やはり子どもの力に沿った学力を取り入れられておるというような

ことでございますので、今後も継続して取り組んでください。以上です。 
 委 員 長  回答はいいですか。 

 （「はい。」の声あり） 
 委 員 長  久保委員 
 久保委員  ２点ほどお聞き申し上げます。 

 評価の１３４ページ、学校給食の収納状況という表がございます。 
 これは各学校の滞納金額が書いてありますが、三輪小学校は平成１３年度から書い

てあります。 
 あとバラバラなんですよね。中牟田小学校は１６年から、東小田はですね、夜須中

なんかは１７年からしか書いてありませんが。 
 その前の滞納は回収できておるのか、この辺の説明をお願いします。 

 委 員 長  教育課長 
 教育課長  お答えいたします。 

 それぞれですね、ここに学校から報告が上がってきているとおりでございまして、

例えば夜須中学校は平成１７年以前の滞納はないということでございます。以上で

す。 
 委 員 長  久保委員 
 久保委員  今、財政厳しい中とかあります。いろんな滞納問題があります。この給食費の滞納

もですね、公平さを考えれば０にしなければいけない。 
 今回滞納に対する収納率とか、そういうのは書いてありませんけど、もし分かれば

説明をお願いします。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  申し訳ございません。収納率まではじき出しておりませんので、後で報告させてい

ただきます。 
 委 員 長  久保委員 
 久保委員  滞納の数字だけではですね、我々、町民に説明がつかないときがあります。 
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 我々はやっぱり住民の代表ですから、そういう数字も知りたい。こういうときには

しっかり数字も調べとっていただきたいと思います。 
 ２点目行きます。 
 これも各学校で記載が違っておりますが、学校の決算書、夜須中学校と三輪小学校

には職員手当等とかいう欄がございます。節で行けば３なんですよね。 
 バラバラな節の決算書が出されておるんですけど、やはり学校関係の決算書は統一

されたほうがいいんじゃないかなと。 
 特に職員手当等なんかはですね、職員の時間外手当とかいろいろ書いてあります。

三輪小学校以外はですね、書いてないんですよね。 
 だから、この辺の統一性、できないもんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  教育課長 
 教育課長  お答えさせていただきます。 

 職員手当につきましては、町職員の配置をしておりますところの学校のみ、職員の

給与等を支出している関係でですね、これに記載はされていることでございまして、

今現時点では、三輪小学校と夜須中学校にのみ町職員を配置をいたしております。 
 内訳としましては、三輪小学校が図書司書が１名、それから給食調理員が３名、夜

須中学校が給食調理員が４名、以上でございまして、その分の人件費でございます。

 他の学校につきましては、図書司書につきましても業務委託しておりますし、給食

調理も業務委託しております関係から、他の学校にはこういった人件費は計上されて

おらないということでございます。以上です。 
 委 員 長  梅田委員 
 梅田委員  ２点、お伺いいたします。 

 決算書の１４６ページ、英語指導助手業務委託料、１千万から上がっておりますが、

これは何名の指導者なのか。 
 そして、やはり今ですね、グローバル化が進んでおりまして、本当に英語というの

は必須なものになっております。 
 大学等におきますと、もう英語だけで授業が行われるとか、そういう大学が多くあ

りますので、やはりこの英語ということはたいへんこれから大事な、文科省において

も必須ということになっております。 
 今までこの英語指導がなされてきたわけなんですが、効果のほどと言いますか、成

果はどういうふうに教育委員会としては判断をなさっているか、お伺いいたします。

 委 員 長  教育課長 
 教育課長  平成２２年度のＡＬＴの配置につきましては、人員は３名でございます。 

 ＡＬＴ配置の効果ということでございますが、中学生につきましては、高校入試等

でヒアリングのテストがございますし、そういった部分で、テープの声を聞くよりも

ですね、実際の生の声を聞くことによって効果があっているというふうに考えており

ますし、また、小学校につきましても、２３年度から正式にですね、小学校にも外国

語の授業が入って来たわけでございますけれども、２２年度におきましても小学校、

子どもたちにですね、英語に対する準備と申しますか、そういった部分では効果があ

ったというふうに考えております。以上です。 
 委 員 長  梅田委員 
 梅田委員  受験において効果があったということでありますが、私たちも教育は受けてきまし

たが、やはり会話、ヒアリングなりなかなかできないで今に至っております。 
 学力向上ということで、しっかり教育長を中心に取り組んでいただいております

が、今後、この英語教育を町としてどのようにお考えになっているのか。やはり、し

っかり成果の出る英語授業に取り組んでいただきたいと思いますので。 
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 それともう１つは、成果表の１３１ページ、小学１年生に防犯ブザーが配布されて

おりますが、以前聞くところによりましたら、最初は防犯ブザーをちゃんと携帯して

いるけれども、だんだん携帯をしなくなってくるとかいうことも聞いておりますが、

今、この防犯ブザーの携帯状況と言いますか、どのように把握されておりますでしょ

うか。 
 委 員 長  教育長 
 教 育 長  お答えいたします。 

 英語教育の充実の件についてのご質問でございました。 
 先ほど課長が答弁いたしましたように、外国の文化とかですね、あるいは習慣等に

ふれる、あるいはネイティブからの指導を直接的に受けておりますので、ヒアリング

と言いますか、英語の基礎はまだ耳だろうと、そういうふうに思っております。ヒア

リング力が格段に向上をいたしております。 
 つきましては、今後ともですね、英語教育については、これは、日本語もですね、

しっかり日本人ですので、学習をさせていきたいと考えておりますけれども、併せて

国際人としても、その素養というのをですね、また、コミュニケーション能力を含め

てですね、小中学生のころからもしっかり培っていく必要もございますので、英語教

育等についてはですね、外国語教育等につきましては、今後もしっかり取り組んでま

いりたいと、そのように考えております。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  防犯ブザーの件でお答えいたします。 

 各学校ですね、低学年の１年生につきましては、法人会からの寄贈によりまして、

全員つけましてですね、低学年の間につきましては、ほとんどの子どもがつけており

ますが、若干高学年になるにしたがいまして、つけてない子等もいるということを聞

いております。 
 しかし、防犯ブザーというのは、通常は必要ございませんけれども、何かあったと

きのためのブザーでございますので、必ずつけるように、今後指導はしていきたいと

いうふうに考えております。 
 委 員 長  梅田委員 
 梅田委員   防犯ブザー、もう何事もないのが一番でございますが、やはり何かあったときに、

本当に力を発揮するものです。 
 ただ、やはり常に身につけるということが、なかなかやっぱり子どもにとっても負

担になる部分あるのかなと思いますし、そして、学校の登下校の場合はつけておきま

しても、家に帰ってきて遊びに行くとか、そういう場合というのは、多分つけてない

んじゃないかなと思いますので、ＰＴＡ関係、学校関係、協力していただいてですね、

定期的にでもそういう啓発と言いますか、ぜひ、していただきたいと思います。 
 答弁は要りません。よろしくお願いします。 

 委 員 長  田中委員 
 田中委員  決算について、お尋ねいたします。 

 全学校共通するかと思いますけれども、パソコンの借上料と教育用のパソコンの借

上料について、説明をお願いします。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  お答えいたします。 

 まず、学校管理費に上げておりますパソコン借上料につきましては、教職員用のパ

ソコン借上料でございます。 
 現在学校で、職員間のＬＡＮシステムというか、そういうことで、メール等で指示

ができるようなシステムに、今、しております。 
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 教育振興費のほうに上がっております部分が、子どもたちが学校で学ぶパソコン技

術の借上料でございまして、それぞれパソコン教室に設置をしておりますパソコン

で、基本的に１教室４０人学級ということで、大規模校で４０台、小規模校につきま

しては、４０台ちょっと切れると思いますけれども、そういう配置をしております。

以上でございます。 
 委 員 長  田中委員 
 田中委員  教育用パソコンでございますけれども、大体何年ぐらい使ってあるのか、リースな

のか、その点をお願いします。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  リース期間は５年ということで聞いております。以上です。 
 委 員 長  河内委員 
 河内委員  決算書の１４８ページです。 

 １項教育総務費、２目事務局費、１９節の負担金補助及び交付金の一番最後なんで

すが、中学校対外試合等出場費補助金と、その下、中学校対外試合等出場費補助と、

何か似通った字句が出てくるんですが、それぞれの説明をお願いいたします。 
 委 員 長  教育課長 
 教育課長  お答えいたします。 

 基本的には、内容的には同じでございますが、下のほうにつきましては、予備費か

らいただいたということもありまして、ちょっと項目が２つできたということでござ

います。 
 この補助制度につきましては、一昨年、平成２１年度から九州大会以上の対外試合

につきましては、補助金で賄うと、補助金で派遣をするというようなことにしており

まして、昨年の実績としましては、夜須中学校のほうは陸上競技のほうに出場いたし

ておりまして、また、三輪中につきましては、冒頭説明をいたしました弓道部の九州

大会と全国大会、それから水泳の九州大会、全国大会でございます。以上です。 
 委 員 長  河内委員 
 河内委員  今後も予備費から出たら、こうやって分けて書いていくわけですか、それとも一緒

に書いていくんでしょうか、お尋ねします。 
 委 員 長  財政課長 
 財政課長  お答えいたします。 

 先にあるものについては、それに合わせるようにしたいと思いますけれども、たま

たまあって、そこを見落として、予備費で持ってきた分で、今回作っているようでご

ざいます。その辺は注意して見ていきたいと思います。 
 委 員 長  質疑が終わりました。 

 これで、教育課を終わります。 
 委 員 長  生涯学習課に入る前に、先ほどの河内委員、一木委員、久保委員のほうからありま

した長期滞納者の件、新住宅での滞納者、不納欠損の件で、都市計画課長からの発言

の申し出があっておりますので、これを許可します。 
都市計画課長 

都市計画課長  一番最初に、河内委員からいただいておった件でございます。 
 過年度の滞納者数６７名でございます。このうち２年以上にまたがって滞納してい

る方、これにつきましては、どちらか入れてあった方についても、２年間にまたがっ

ておればカウントしておりますが、４６名。そして１年間、これも一月でも入れてあ

る方につきましても、１年間にまたがってという方が２１名でございます。 
 それから、一木議員からご質問いただいておった件、新団地についての滞納者につ

いて、でございますけれども。 
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 新団地と言いますか、新太刀洗、新町で、現在、入居者１６８名ございますけれど

も、うち滞納者が１４名、率にいたしまして９．５％でございます。 
 それから、久保委員からご質問を受けておった件で、副町長から追加説明をいただ

いた件でございますけれども、不納欠損は基本的にはないわけでございますけれど

も、督促の通知等を出しても所在が分からずに返ってくるとか、それとか、中には死

亡されて、後を引き継ぐ方がいらっしゃらないという方の件で、直近でございますけ

れども、平成２０年度に７件の不納欠損処分を行っております。 
 それから、それに付け加えてでございますけれども、新団地につきましては、新団

地ができましたおりにですね、入居のおりに新たに保証人を組み替えて取っておりま

す。そして、併せて滞納はしないことの誓約を条件に入居をさせたという経緯がござ

いますが、しかしながら、入居後の生活状況の変化等もございまして、先ほど一木委

員の質問にお答えしましたように、滞納者が残念ながら発生しておるという状況でご

ざいます。 
 この方たちにつきましては、現在の生活状況等も確認しながら、分納誓約書を取っ

て対応しておるところでございます。以上でございます。 
 委 員 長  時間の関係で、この質問について、また、個人で聞いていただいて、内容が大事な

ことについては、また、議会の中で、全協の中で説明をお願いしたいと思います。 
 委 員 長  それでは、生涯学習課の説明を求めます。 

生涯学習課長 
生涯学習課長  それでは、生涯学習課関連の決算について、ご報告申し上げます。 

 まず、初めに、決算審査特別委員会の資料のほうから、先にご説明させていただき

ます。 
 資料の１３５ページをお開き願いたいと思います。 
 １．生涯学習社会の実現を目指す社会教育の推進ということで、社会教育委員会の

活動につきましては、通学合宿の実行委員会となり、計画実施に係わってもらってい

ただきまして、今の子どもたちの現状、課題の把握に努めていただいておるところで

ございます。 
 ２の明るくたくましい青少年の育成につきましては、フレンドシップ朝倉等につき

ましては、４泊５日で沖縄本島に研修に行きまして、団員２７名、スタッフ３名が本

町から参加をしております。ジュニアリーダーの育成に役立っておるところでござい

ます。 
 次の１３６ページに行きまして、小学６年生の交流会ですけれども、夜須高原のほ

うで、自然の家のほうで行っておるところでございます。 
 子ども会議、５月から２月にかけまして毎月２回、１８回の開催をして、日頃体験

できないことを地域との交流など、子どもたちが自分たちで計画、実施して取り組ん

でいるところでございます。 
 通学合宿につきましては、昨年より初めて各小学校区ごとに、自治公民館において

実施をしております。事前研修１泊２日、及び本研修６泊７日という日程で、それぞ

れの地域のご家庭へのもらい湯とか、地域の方々の見守りなど協力を得て、実施する

ことができたということでございます。今後は、地域でのさらなる開催の拡大に向け

て努力していく必要があるというふうに認識しております。 
 次に、１３７ページですが、青少年育成町民会議、４つの部会で、さまざまな活動

に取り組んでいるところでございます。 
 全体事業といたしましては、昨年、１０月２４日に「筑前町子どもの集い」を実施

し、大雨にも関わらず約１，０００人以上の参加がございました。各団体の実践発表

を通じて、子ども同士の交流を図ることができたというふうに認識しております。 
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 次に、１３８ページ、３の、いつでもどこでも学べる成人教育の推進ということで

ございますが、出前講座を実施しております。町職員が講師として出向いて、職員自

らの意識、啓発を図ることを目的に、昨年は９回の申し込みがあり、実施したところ

でございます。今後、活用のさらなるＰＲ等に努めていきたいと思います。 
 次の１４０ページ、１４１ページにつきましては、それぞれその他の成人講座等で

ございます。お目通しいただければというふうに思います。 
 なお、成人講座につきましては、受講生の多くが女性でございますので、今後は男

性も積極的に参加ができるような工夫をしていきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 
 次に、１４２ページの４．豊かな生活を支える生涯スポーツの推進でございます。

 具体的措置といたしまして、各種大会を開催しておりますが、特に町民ソフトボー

ル大会、町民ビーチボールバレー大会、筑前うぐいすマラソンにつきましては、体育

協会への委託ということで、筑前スポーツフェスタとして実施をしております。 
 なお、いろんな大会ですけれども、大会運営の協力体制の確立が、今後課題という

ふうに考えておるところでございます。 
 １４３ページに行きまして、社会体育施設の整備、利用の促進でございます。 
 農業者トレーニングセンターにつきましては、施設の老朽化が顕著になっており、

今後の対応を考えていかなくてはいけないという段階に来ておるところでございま

す。 
 それから、三輪小学校の体育館と併設されております柔剣道場につきましては、昨

年、剣道場の床の一部修繕を実施しております。  
 また、老人健康公園の屋根の補修を行いました。それから、町民プールの円形プー

ルの一部を補修、修繕をいたしたところでございます。 
 次に、１４４ページの５．基本的人権が尊重される人権・同和教育の推進でござい

ますが、啓発事業の充実ということで、人権週間に合わせたイベントの開催を行って

おります。人権フェスタを開催し、人権作品コンクールというのを今年から実施いた

したところでございます。 
そういうことで、新たな参加者を増やす取り組みができたというふうに思います。

応募総数が１，０８１点ということです。今後少しでも人権問題について考えてもら

う機会として、多くの町民に参加してもらえるよう、今後ともその参画と内容を充実

させる必要があります。 
 次に、１４５ページですけれども、広報ちくぜんにおいて、「シリーズ～心のぬく

もりを～」ということで、毎月町広報に掲載をしておるところでございます。 
 それから、筑前町人権教育・啓発基本指針及び実施計画の策定ということですが、

昨年９月に実施計画を策定いたしましたので、今後はこの実施計画に沿った実施点検

が必要であるというふうに考えております。 
 次に、１４６ページですけれども、解放子ども会、解放学級の実施について、でご

ざいますが、残念ながら、まだまだ差別が存在しており、これに負けない子、集団を

育成していくために、子どもたちに補充学習と解放学習を取り組んでいるところでご

ざいます。 
 次に、６番目、豊かな情操と創造性を育む文化活動の推進ということですが、文化

祭りを実施しております。 
 文化協会主催で、昨年から１０月と１１月にわたり、展示部門、舞台部門と合わせ

て３回を実施しているところでございます。 
 ホールの運営充実と利用促進につきましては、自主文化事業を行っており、コンサ

ート、演奏、映画会など多彩な自主文化事業を実施しておるところでございます。 
 来場者の反応を、アンケートなど町民ニーズを常に把握し、より魅力的な自主文化
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事業を提供していくため、創意工夫が必要であります。 
 次に、１４８ページですが、７．コミュニティづくりを目指した公民館活動の推進

ということで、自治公民館活動の推進のため、自治公民館施設、広場整備等への助成

を行っており、昨年はそこに掲げております５つの自治公民館に助成を行ったところ

でございます。 
 また、花いっぱい活動推進に３館、子ども広場づくり事業に３館、それから自治公

民館活動推進事業に６館の補助を行っております。この助成制度を有効に活用してい

ただいて、自治公民館活動の充実、定着が図れるように支援をしていくところでござ

います。 
 続いて１４９ページ、図書館でございます。 
 図書館につきましては、図書館サービスの充実、それから図書館資料の整備充実、

図書館利用の促進という、この３つの柱に基づきまして行っております。 
 昨年の６月からめくばーる図書館を火曜日休館とし、サービスの充実と利用の促進

を図りました。 
 サービスの充実におきましては、講演会、講座の実施、それから団体貸し出し、幼

稚園、学童保育、保育所、それからグループホームとかデイケア施設等への貸し出し、

配本を行っております。 
 資料の充実につきましては、生涯学習の拠点としての図書館を維持していくため、

住民ニーズに即した資料提供に努めていっているところでございます。 
 図書館利用の促進につきましては、登録の促進ということで、町民の登録率が４

６％でございますが、昨年より３％アップをしているところでございます。 
 次に、決算書のほうのご説明を申し上げます。 
 決算書の１７１ページをお開きください。 
 ９款教育費、８項社会教育費、１目社会教育総務費でございます。支出済額が１１

４，９４６千円でございますが、これは、社会教育関係職員の給与、嘱託職員、社会

教育指導員等の人件費、成人式経費及びＰＴＡ、青少年育成町民会議等の社会教育関

係団体への補助金が主な支出でございます。 
 １８節の備品購入費７４千円あまりですが、液晶プロジェクターの購入でございま

す。 
 続きまして、１７３ページ、１７４ページをお開きください。 
 めくばーる学習館費ですが、３３，５１９千円の支出です。 
 めくーる学習館、町民ホールの維持管理費用が主でございまして、めくばーる全体

の電気料、下水道使用料、電話料等が含まれております。 
 需用費の修繕費１，５８１千円ですが、これは、町民ホールの自動ドア、学習館の

消防設備、ホール内のデジタル時計等の修繕料でございます。 
 それから、１５節の工事請負費ですが、めくばーる外構改修工事１，８９０千円で

すが、これにつきましては、学習館と図書館の間の樹木、ケヤキを植えてありますが、

その周囲の舗装工事でございます。 
 ３目公民館費ですが、公民館で行う各種学級、講座、青少年事業と自治公民館施設

整備や活動支援のための補助金の支出が主な支出でございます。２２，５６１千円の

支出でございます。 
 次の１７５ページの、１９節の負担金補助及び交付金のうち１５，１５４千円の支

出をしておりますが、そのうち自治公民館等のコミュニティ施設整備、先ほどご説明

しましたが、その５区に対して、この１４，６２７千円を支出しておるところでござ

います。 
 ４目公民館支館費５，８４７千円の支出ですが、公民館支館の維持管理費が主な支

出でございます。 
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 １５節の工事請負費につきましては、水道接続の工事９４０千円でございます。 
 続きまして、１７７ページ、５目のコスモス図書館費、並びに６目のめくばーる図

書館費でございますが、まず、５目のコスモス図書館費につきましては、３０，８０

２千円の支出ですが、昨年より２８，０００千円ほど減額になっておりますが、これ

は、昨年度は図書館システム整備事業がありましたので、その関係によるものでござ

います。 
 めくばーる図書館費の３１，３０２千円につきましては、昨年と比べ大きな金額の

差はございません。 
 それから、繰越明許費ということで、コスモス図書館費が９，０００千円、それか

らめくばーる図書館費が１２，６００千円、合せて２１，６００千円を繰越しており

ますが、これは、住民生活に光をそそぐ交付金事業ということで、主に図書購入費と

いうことで、２３年度へ繰り越したものでございます。 
 続きまして、１７９ページ、１８０ページのほうをお開きください。 
 ７目の同和教育推進費でございますけれども、人権・同和教育推進協議会、人権セ

ミナー、人権フェスタ、解放子ども会等の謝金のほか、朝倉地区同推連の負担金等が

主な支出でございます。各節をご覧いただきたいと思います。 
 次の１８１ページです。 
 ８目文化振興費１５，５８３千円の支出ですが、講演会、演奏会、映画などの自主

文化事業と、文化団体である文化協会への補助と町民ホールの運営、維持管理の費用

でございます。 
 次は１８５ページのほうをお開きください。 
 １０項保健体育費、１目保健体育総務費です。７，４３２千円の支出でございます

が、各種スポーツ大会、研修会、体育指導員の経費と体育協会、スポーツ少年団等へ

の補助が主な支出でございます。 
 次の１８７ページ、１８８ページをご覧いただきたいと思います。 
 １３節の委託料、スポーツフェスタ事業委託料は、先ほどご説明しました体育協会

への、各種大会の委託料でございます。 
 それから、１９節の負担金補助及び交付金の全国規模大会出場助成金７９２千円で

すが、これにつきましては、レディースソフトボール大会、全国大会、それから少林

寺拳法の全国大会への出場の助成でございます。 
 ２目体育施設費３２，７３８千円でございますが、町社会体育施設の運営、維持管

理費用と学校開放施設の夜間照明等の光熱水費が主な支出でございます。 
 １１節需用費の予備費からの充用ということで、６７２千円がありますが、これは、

緊急に三輪小学校グラウンドの夜間照明の点灯板が故障いたしまして、それの取り換

えに伴っての４２０千円の支出、それから、プールの管理人室のエアコンが壊れたた

めの修理ということで、２５２千円を予備費から充用させていただいておるところで

ございます。  
 その下の修繕費４，２０２千円につきましては、三輪小学校のグラウンドの照明、

それから、先ほど成果と課題でご説明しました町民プールの修理、あと農業者トレー

ニングセンターの照明安定器等の修繕でございます。 
 １５節工事請負費の水道接続工事３，００８千円につきましては、農業者トレーニ

ングセンターの水道接続工事でございます。 
 その下の体育施設イントラネット増設工事につきましては、三輪小体育館の管理人

室の工事でございます。 
 以上で、主要施策と決算の報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 
梅田委員 
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 梅田委員  ２点質問をいたします。 
 成果表の１４８ページ、コミュニティづくりを目指した公民館活動の推進というこ

とで、補助金が各自治公民館に渡されて、この補助金で整備がされております。 
 総務課の、昨日のコミュニティについての説明があったと思いますが、そこで、コ

ミュニティ組織の校区ごとの成立が、めどが立っていないということ、研究、いろい

ろ調査を行った結果そういうふうになったと思うんですけれども。 
 今後ですね、こういうふうに各自治公民館は自治公民館で、公民館自体を整備した

りされて、コミュニティづくりを取り組まれていくと思いますけれども、じゃあ、こ

の地域コミュニティの組織化ということで、南部コミセンに対しては、毎年大体５０

０万ぐらいずっと投入されて、これで運営がなされているわけなんですが、この辺が

ですね、どういうふうに今後進められていくのかなというふうに思います。 
 自治公民館を主体にまちづくりをされていくとなれば、当初モデル事業として、こ

の南部コミセンを中心に広げていくということの話でございまして、元の堤課長のと

きから全くこの件が進んでないわけなんですね。 
 この点を町として、どういうふうに今後考えて行かれるのかということを、まず、

これは、町長にお尋ねしたほうがいいのかなと思います。 
 それともう１つは、１４９ページの図書館の件なんですが、障害者サービスについ

てで、障害者の方がわざわざ図書館に来ないと本を借りられないということであるよ

うです。 
 障害者の方がわざわざ図書館に毎回出向いて来るというのは、やはり少し無理があ

るという部分もあるように聞いておりますので、できれば電話でお願いしたら、郵送

でお手元に届くようにするとか、そういうふうなことはなされてないのかなというふ

うに思います。この点、２点質問いたします。 
 委 員 長  町長 
 町  長  お答えいたします。 

 コミュニティという言葉がですね、いろんなところで、いろんな圏域で使われてい

るなと、私は思っております。 
 町が考えておりますコミュニティについては、１つは行政とですね、本庁役場と地

域との、圏域との繋がりを１つのコミュニティとして考えたい。 
 ただ、コミュニティの用語そのものはですね、例えば隣組だってコミュニティなん

です。２、３軒隣だってコミュニティであるわけです。 
 ですから、ちょっと行政的に、予算的にコミュニティの用語の使い方が、統一性が

ないと私も感じております。 
 ただ、申しまするに、今から先も、将来も行政区、区ですね、行政区は合併はあり

得ても、この行政区がなくなるとか、この行政区のコミュニティがなくなるというこ

とはあり得ないと、基本的に考えます。 
 もちろん行政区は行政区としてですね、その行政区ならではのやれることは促進し

ていくべきだろうと考えます。 
 と同時に、人口減社会、空家社会がやってまいります。 
 そういったおりに、その行政区だけではなかなか対応できないような状況が、今後

５年、１０年に生まれてくると、私は思います。 
 そういったときに、より大きな圏域で、また違ったくくりができるコミュニティを

つくる必要がある。それが１つは小学校単位ではないか。 
 三輪地区については、旧小学校単位もあるんですけれども、大きいから、南部地区

とそれ以外の地区で、２つに分けた圏域が、１つのコミュニティとして考えられるの

ではなかろうかと、そのように考えます。 
 ですから、非常に今、試行錯誤、試験的ではありますけれども、従来の行政区だけ
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でのコミュニティでは、なかなか対応できない課題が多く出てきます。 
 そのときの、やはりある程度行政区がまとまって取り組んだほうが、より効果的な

業務と言いますか、まちづくり、地域づくりが生まれてくると。その辺のところを見

極めながら進めていかなければならないと、そのように私は整理しているところでご

ざいます。 
 正直言いまして、少年大使館がですね、いきなり建物からできたもんですから、非

常にそういった理論的整理がなされない上に取り組んだという経緯もあろうかと思

います。 
 しかしながら少年大使館は、そのモデルとして、要するに行政区がいくつか集まっ

てやれることというのは何なのかと。今の行政区よりもより効果的なものができるの

ではないかと。その辺を模索し、示すことが、今の少年大使館の１つの目的ではなか

ろうかと、そのような位置付けを考えているところでございます。 
 しかしながら、なかなか１つの理論だけではうまくいかないところもありますけれ

ども、今の行政区は行政区で育てていきたいと、育てなければならないし、それが自

治区であることは間違いございませんので、それと新たなコミュニティを両立させて

いくような地域づくりが必要だと、そのような認識でございます。以上でございます。

 委 員 長  生涯学習課長 
生涯学習課長  お答えいたします。 

 図書館の障害者へのサービスということでございますけれども。 
 現在、図書館の事業については、ほとんど業務委託をしております。来年からの契

約に向けて、そのことについてもですね、検討をしていきたいというふうに考えてお

ります。 
 また、他の市町村等の状況等も十分に調査しながら、そういうサービスができるよ

うに検討していきたいというふうに考えます。 
 委 員 長  梅田委員 
 梅田委員  図書館の障害者のサービスについては、県立図書館では郵送でしてくださるという

ふうに聞いておりますので、この点はぜひ改善をしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 
 コミュニティのことは、本当になかなか難しいというのは、私も重々承知をしてお

るわけですが、各行政区のコミュニティ、こちらもちゃんと、やはり基本はそこだと

思いますので、やりながら、じゃあ、今、南部コミセンでやっているような行政の補

完みたいなところを、どういうふうにやっていくのかという、やっぱりこれはですね、

これから様子を見ながらと、調査研究しながらやっていかれることとは思いますが、

やはり方向性というものは、ある程度きちっと出さないことには、前に進めようがな

いんじゃないかなというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。 
 委 員 長  町長 
 町  長  お答えいたします。 

 申されましたように、行政の補完的な意味合いとしてのコミュニティも、確かにそ

ういった狙いも１つ新たなコミュニティには目的として持っております。 
 ですから、今から分権型社会、団体自治じゃなくて、住民自治を進めていこうとい

う社会をつくるうえにおいては、そういった役場ではなくて、もうちょっと住民に身

近なコミュニティをつくる必要があるということで、小学校単位ぐらいで、今、行政

がやっていることについても、これはもっと身近な組織がやったほうが効率、効果で

はないかと、いうような事業等も十分検討しながらですね、ただ押しやりでやっては

ならないということがございますので、非常に難しいところがありますけれども、そ

の受け皿としては、今の行政区ではなかなかたいへんだと、やっぱりもう少し大きい
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組織が必要なんだということであると、そのように私は認識しております。 
 その中でやはり小学校単位で、ひとつやれることをしっかり探していこう、そのモ

デルとして南部で少年大使館というような方向で考えておりますけれども、これもう

少し整理をしまして、だからこの分の予算、だからこの分の予算というふうな、少し

整理を、来年度に向けて取り組んでいきたいと、そのように思います。以上でござい

ます。 
 委 員 長  梅田委員 
 梅田委員  行政の補完的なコミュニティということになって、今後なるか、ならないかはあれ

ですが。 
 そういうふうにもしなれば、今、南部コミセンで５００万程度、毎年つぎ込まれて

おりますが、それに見合う分を、これは、前にも言ったことがあると思いますが、こ

の行政の中でその部分というのは、当然削減されていかないといけないというふうに

なると思いますので、そのこともよく含んだ上で、今後検討をぜひ、していただきた

いと思います。 
 委 員 長  川上委員 
 川上委員  主要施策の成果の１４９ページでございますが、図書館利用の促進について、お伺

いをいたします。 
 ただ今報告の中でですね、新規登録者が１，４４７名と報告がありましたが、その

中で町民登録率が４６％、５０％を切っておりますね。 
 今、計算しますと、６６５名程度なんですが、総登録者数１８，４００人、その中

で町外が５，０００人程度ということでいきますと、やはり３０％まではいっていま

せんが、２７％程度になるわけでございます。 
 来館者の方が１６３，０００人お見えになっておるようですが、その中で町外の方

がどのくらいお見えになっているのか、把握されているのか、お伺いいたします。 
 委 員 長  生涯学習課長 
生涯学習課長  お答えいたします。 

 昨年新規登録者が１，４４７名ということで、その前年は１，３７６名ということ

で、若干単年度の登録者としては増えておるところでございます。 
 この住民の登録率４６％と申しますのは、住民全体の４６％ということで、２９，

３００人の４６％が登録をしておるということで、昨年度よりも３％アップしておる

ということでございます。 
 来館者の１６万人ですけれども、これについては、大体おおよそ４分の１が町外の

利用者の方でございます。以上でございます。 
 委 員 長  川上委員 
 川上委員  すみません。ありがとうございました。 

 ２２年度の図書館の費用を見ますと、約８０，０００千円と。それから、繰越明許

２０，０００千円を来年の図書代ということで明許されておりますが、そうしますと

６０，０００千円ということで、今、お聞きしますと、約２５％の方が町外の方が利

用されておるということで、そうしますと、その費用もそのためにですね、ある程度

は使っておられるということは分かるんですが、朝倉市の図書館あたりは非常に人気

が悪いということは聞きます。 
 それで、市内の方はあまりあそこは行きたくないということも聞くんですが、それ

だけうちの図書館が充実しているとは思うんですが、ただ、２５％の方が毎年利用さ

れておるということにつきまして、そのための費用ということになると、やはりこれ

は少しは考えていかなくちゃならんじゃないかということを思うわけですが、今後の

方向性、どのように考えておられるのか、質問します。 
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 委 員 長  生涯学習課長 
生涯学習課長  お答えいたします。  

 先ほど申し上げましたように、約２５％ぐらいの方が町外者ということで、今後２

つの図書館を維持していくための経費というのもかなりございますので、その２つの

維持をしていくためには、経費の削減等に努力をしていかなくてはいけないと思って

おりますので、そのような町外の利用についてもですね、今後どうするか、十分に検

討していきたいというふうに考えております。 
 委 員 長  河内委員 
 河内委員  決算書の１７８ページです。 

 コスモス図書館、めくばーる図書館で、先ほど繰越明許費、コスモスが９，０００

千円、めくばーるが１２，６００千円ということでしたが、資料のほうのですね、１

４９ページの一番下なんですが、交付金事業、ここに出てくる数字は、コスモスが８，

５００千円、めくばーるが１２，１００千円なんですが、この数字はどうしてこうな

ったのか、お尋ねします。 
 委 員 長  生涯学習課長 
生涯学習課長  お答えいたします。 

 まず、委員会資料のほうの金額につきましては、コスモス図書館が８，５００千円

でめくばーる図書館が１２．１００千円ということで、こちらの決算書のほうと約５

００千円違いますけれども、この５００千円につきましては、ＴＲＣ、図書館流通セ

ンターがマークを付ける場合の委託料ということで、それぞれ約５００千円ほどがご

ざいます。 
 その分を除いたためですね、こちらの資料のほうにつきましては、概算でおおよそ

５００千円ほど決算が違うというようなですね、金額になっております。 
 細かな、具体的な、正確な数字といたしましては、決算書のほうの数字が確かな数

字でございまして、こちらの委員会資料のほうにつきましては、その分を省いた純然

たる図書購入費ということの繰越ということで、ご理解していただければよろしいか

と思います。 
 委 員 長  河内委員 
 河内委員   資料も１円単位まで出しているんですから、純然たる図書購入というのでしたら、

コスモスについては８，５４８千円、めくばーるについては１２，０２２千円で上げ

ないといけないんじゃないかなと思います。 
 委 員 長  生涯学習課長 
生涯学習課長  今後はですね、そのようにさせていただきます。 
 委 員 長  質疑が終わりました。 

 これで、生涯学習課を終わります。 
 これで、歳出が終わりました。 

 休  憩  
 委 員 長  ここで、休憩をいたします。 

 １時４０分から再開をいたします。 
（１２：３５）

 再  開  
 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （１３：４０）

 委 員 長  歳入の前に、先ほどの中で、４人の議員から質問されました件で、教育課長から発

言の申し出があっておりますので、これを許可します。 
教育課長 
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 教育課長  失礼いたします。 
まず、内堀委員から、こども未来館、及び三輪中学校体育館の建設年度並びに耐用

年数のご質問がございましたので、これについて回答いたします。 
 まず、こども未来館の建設年度につきましては、昭和４８年度の建設でございまし

て、３８年経過をいたしております。耐用年数につきましては、国が示しました法定

耐用年数ということで、鉄筋コンクリート造りでございまして、こども未来館の耐用

年数は５０年でございます。 
 それから、三輪中学校の体育館の建設年度につきましては、昭和４６年度建設でご

ざいまして、４０年経過いたしております。同じく耐用年数は重量鉄骨造りというこ

とで、３４年ということになっております。 
 続きまして、桒野委員から不登校の子で、一番長い子はどれくらい休んでいるかと

いうご質問でございます。 
 平成２２年度不登校の子、１３人の中で一番長く休んでおりますのは、三輪中学校

の３年生、当時３年生男子でございまして、小学校６年生から不登校ということでご

ざいます。 
 不登校ですが、中学校１年の間７９日登校しておりまして、あと２年、３年は全く

０でございます。 
 原因としましては、友達関係ではないということで、対人関係に問題があるという

ようなことで聞いております。 
 続きまして、福本委員からのご質問で、各学校のスライド式黒板の設置率について

ということで、ご質問があっておりましたので、これについて回答いたします。 
 各学校、毎日授業をいたします普通教室、それから、特別支援学級の教室を調査し

ましたところ、三輪小学校が２７クラス中５クラスということで、２７分の５という

ことで、１８．５％でございます。東小田小学校が２０分の８ということで４０％、

中牟田小学校が１３分の４、３０．８％です。三並小学校は８クラスで、設置は０で

ございます。８分の０です。 
 三輪中学校１５分の１５ということで、三輪中学校は１００％でございます。 
 夜須中学校１４分の４ということで、２８．６％でございます。 
 全体では９７クラス中３６クラスがスライド式の黒板となっております。率にしま

して３７．１％でございます。 
 次に、久保委員からの学校給食費の収納率について、ご質問がございました。 
 特別委員会資料の１３４ページに、滞納金額を載せておりますが、これに準じまし

て説明をしたいと思います。 
 まず、三輪小学校でございますが、調定額が３２，１１０千円です。それに対しま

して１７５千円の滞納ということで、収納率９９．４５％です。東小田小学校、調定

額２０，１０５千円に対しまして、７千円の滞納ということで、９９．９７％です。

中牟田小学校１４，４７０千円の調定に対しまして、滞納０ということで、収納率１

００％でございます。三並小学校も滞納０ということで、４，４０３千円の調定に対

しまして１００％の収納でございます。三輪中学校２１，１０２千円の調定に対しま

して１２，３００円の滞納ということで、９９．９４％、夜須中学校２２，２０７千

円の調定に対しまして、１３５，３００円の滞納ということで９９．３９％です。 
 ６校合せました２２年度の収納率でございますが、１１４，３９９，８８２円の調

定に対しまして３２９，６００円の滞納ということで、収納率にしまして９９．７１％

でございます。 
 以上、報告させていただきます。 

 委 員 長  続きまして、歳入の説明を求めます。 
財政課長 
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 財政課長  それでは、歳入の説明でございます。 
 歳入につきましては、昨日の決算の概要説明の中で相当説明をしておりましたの

で、簡潔に説明申し上げたいと思います。 
 決算書の１１ページでございます。 
 １款の町税です。１項の町民税から５項の入湯税までの合計調定額３，２５７，２

３２千円に対し、対前年度比１．５％減の２，９５６，２７２千円の収入でございま

す。 
 町税の中で、これは申し上げましたけれども、大きく減収となったのが個人の町民

税でございます。現年課税分で７３，９００千円の減収ということでございます。 
 一方、１０，０００千円以上の増収となったのは、昨年１０月に税額が改定をされ

ましたたばこ税、１４，７４３千円の増収となっております。 
 そして、不納欠損額の合計が５，０９２千円、収入未済額、いわゆる未納額が２９

５，８６７千円となっておるところでございます。 
 続きまして、１３ページの２款地方譲与税から１７ページ、１２款交通安全対策特

例交付金まで、すべてこれは依存財源でございます。それぞれの算式によって交付さ

れておるわけでございますけれども、前年度との増減額は、決算の概要で表を用いて

示しておりましたので省略いたしますけれども、増額となったのが３款の配当割交付

金、９款の国有提供施設等所在市町村交付金、いわゆる大刀洗通信所の分の交付金、

それから１０款の地方特例交付金と１１款の地方交付税のうち普通交付税でござい

ます。その他の交付金はすべて減額ということになっております。 
 １７ページ、１３款分担金及び負担金でございます。１６１，９４４千円の収入で

ございます。備考欄に説明を書いておりますように、各種事業の分担金、負担金でご

ざいます。 
 ５目７節農業土木事業分担金が、備考欄に同じ説明書きということになっておりま

す。これは、上段が現年分でございまして、下段が繰越分でございます。  
 この書き方については、現年度繰越、どうしてもシステム上は絶対このような表示

になりますので、他にもあと２、３カ所出てまいります。同様のことが。そういうこ

とでよろしくお願いしたいと思います。 
 せっかくでございますが、上段の農業土木分担金は、赤坂水路の改修の分担金、下

段は下高場の繰越分の井関改修の分担金でございます。 
 続きまして、１９ページでございます。 
 ２項の負担金、３目民生費負担金、１節の児童福祉費負担金の収入未済額５，５３

３千円は、保育料の未納額でございます。 
 続きまして、１４款使用料及び手数料でございます。２４５，７７６千円の収入で

ございます。 
昨年より約１４，０００千円の増額となっておりますけれども、これは、大刀洗平

和記念館の入館料が約７０，０００千円、これが約１１，０００千円程度増額になっ

たことによるものでございます。 
 続きまして、２１ページ、７目の土木手数料でございます。 
 ２節の住宅使用料でございますけれども、これにつきましては、７４，５３２千円

の収入でございます。不納欠損額が４２１千円、２１，２２２千円が未納となってい

るところでございます。 
 その他につきましては、備考欄に内容を記載しておりますので、説明は省略をした

いと思います。 
 それから、２３ページから２７ページまでにかけて、１５款の国庫支出金でござい

ます。合計が１，５３７，３３７千円の収入でございまして、前年度より約２８４，

０００千円程度の増額となっています。 
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 中段に記載をしております１項３目６節子ども手当国庫負担金が新設されたこと

によるものでございます。 
 ２項２目１節で地域情報基盤整備事業推進交付金、いわゆるブロードバンド整備事

業の補助金、交付金でございます。１３４，０７５千円の収入。 
 ２節で地域活性化経済危機対策臨時交付金、公共投資臨時交付金、きめ細かな臨時

交付金、３つの交付金で３８９，５４８千円を受け入れているところでございます。

 続きまして、２７ページでございます。 
 １６款の県支出金でございます。６７３，６９９千円の収入でございます。これは、

前年度より約７９，０００千円の減額となっておりますけれども、この減額の要因に

つきましては、概要の中にも書いておりましたように、平成１７年度から２１年度ま

でに合併推進特例交付金、これは総額５００，０００千円でございますけれども、こ

の特例交付金が２１年度は６０，０００千円ございました。この分がないための減に

よるものでございます。 
 続きまして、３３ページまで飛びたいと思います。 
 １１目の労働費県補助金でございます。４７，２６３千円の収入でございまして、

この補助金を活用した主な内容といたしましては、東小田小学校、三輪小学校の少人

数学級の常勤講師の賃金、大刀洗平和記念館及びみなみの里の広報推進事業及び情報

化推進事業、情報基盤整備に伴うブロードバンド加入促進事業、林業担い手育成事業

などに使用しておるところでございます。その他については、備考欄に内容を書いて

おりますので、省略したいと思います。 
 続きまして、３５ページでございます。 
 １７款財産収入でございます。８０，８２６千円の収入でございます。 
 １項２目１節利子及び配当金で、基金の利子として７０，１９７千円を収入してお

るところでございます。昨年より約１３，０００千円の増額ということになっており

ます。その他については、省略をしたいと思います。 
 １８款寄附金２６６千円の収入でございます。 
 １９款繰入金です。６３５，４４８千円の収入でございます。これは、特別会計の

繰入金と基金からの繰入金でございます。 
 ３７ページに書いております基金からの繰入金では、財政調整基金と退職手当準備

金は繰入を、予算化をしておりましたけれども、繰入をしなくて決算することができ

ております。その他の基金繰入金は、予算どおりの繰入を行っております。 
 基金の充当については、決算の概要に内容を記載しておりますので、省略したいと

思います。 
 続きまして、２０款繰越金でございます。３４２，１２５千円でございます。 
 備考欄にですね、一番上の繰越金が純粋な前年度繰越金、中段が継続費の逓次繰越

金、下段が繰越明許による繰越金ということでご理解いただければと思います。 
 ３９ページ、諸収入でございます。４７１，３５５千円の収入でございます。昨年

度よりも２１９，０００千円程度増額となっておりますけれども、これは、４３ペー

ジに、ちょっと少し飛びますけれども、そこに書いております広域圏のふるさと振興

基金の分配金の収入、これがあったことが大きな要因でございます。 
 その他については、すべて備考欄に内容を書いておりますので、説明は省略したい

と思います。 
 ４３ページの２２款町債でございます。１，６１５，６４３千円の借入を行ってお

るところでございます。 
 ここでも備考欄に、合併特例債が２段書き、公共土木施設災害復旧債が２段書きに

なっているところがあると思います。他にもありましたけれども、これも先ほど申し

上げましたように、上段が現年分、元段が繰越分ということでよろしくお願いしたい
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と思います。 
 借り入れた事業名につきましては、決算概要に全部記しておりましたので、内容に

ついては省略したいと思います。 
 以上、歳入合計１３，１４９，８７８，６５９円、不納欠損額５，５１３，２９１

円、収入未済額３２２，６６０，７０６円となっております。収入未済額は、前年度

より２６，８０１，９３８円増えておるところでございます。 
 以上で、歳入の説明を終わります。 

 委 員 長  歳入の説明が終わりましたので、質疑に移ります。 
 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 
 これから、認定第１号「平成２２年度筑前町一般会計歳入歳出決算の認定について」

を、採決したいと思います。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 
 認定第１号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 
 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 
 したがって、認定第１号「平成２２年度筑前町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」は、認定すべきものと決定しました。 
 委 員 長  続きまして、認定第２号「平成２２年度筑前町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」を、議題とします。 
 説明を求めます。 
健康課長 

 健康課長  国民健康保険特別会計でございます。 
 それでは、国民健康保険事業特別会計の２２年度決算状況について、説明を申し上

げます。 
 まず、特別委員会資料で、平成２２年度実績報告について、ご説明を申し上げます。

記載ページは２５ページから２８ページでございます。 
 まず、２５ページに国保の世帯数、被保険者数の状況、医療費の状況、一般分の保

険給付の状況。次に、２６ページに、平成２０年度から始まりました特定健診、特定

保健指導の実施状況とレセプト点検等の実績を上げております。また、２７ページに、

上段に、国保税の収納状況を表に整理いたしております。 
 それでは、２７ページの中段のほうから説明を申し上げます。  
 国民健康保険の世帯数及び被保険者数を前年度と比較しますと、世帯数は平成２２

年度平均で０．２２％増加し、また、被保険者数につきましては１．３２％の減少で

ございます。 
 １人当たりの医療費状況を見ますと、一般被保険者は３３５，０１４円で、対前年

度比２．８７％の増、退職被保険者は３７１，３２１円で１２．７９％の減となって

います。 
 総医療費につきましては２，６２５，６６７千円で、対前年度比０．６６％の増で

ございます。これは、いずれも平成２０年度から後期高齢者の医療制度が施行されま

して、それに伴う退職者医療制度の改正等による影響が出ているものと分析をしてお

ります。 
 また、医療費の総額で、伸びが０．６６％ということで、昨年や一昨年に比べます

と、かなり安定してきていると考えております。ちなみに２３年度も、今のところは
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この傾向が続いているようでございます。 
 次に、特定健診の状況でございますけれども、平成２０年度から各医療保険者に、

４０歳以上７４歳以下の被保険者に対する特定健診、特定保健指導が義務付けられま

した。 
 町では平成２０年３月に策定した特定健康診査等実施計画の目標達成に向け、６月

から９月に１５回、１０月から漏れ者を対象に６回、計２１回の検診を実施しました

けれども、対象者数５，３０７人に対しまして、対前年度をいきますと１．７％減の

２４．８％、１，３１８人にとどまっております。 
 健診の結果、特定保健指導が必要な動機付け支援、積極的支援に該当した方は１８

７人でしたけれども、うち１１８人に保健指導を行うことができております。保健指

導実施率は６３．１％でございます。 
 次に、２６ページの下のほうですけれども、レセプト点検等の実績でございますが、

医療費削減の対策としては、即効性があるレセプト点検でございます。 
 一番件数が多いのは、資格喪失後の無資格受診ですけれども、過誤調整・再審査等

による減額となった件数が１，５６９件で、金額にいたしまして７，０４５千円とな

りました。 
 次に、国保税の状況でございますけれども、平成２２年度現年度調定額につきまし

ては６７５，３３１千円で、前年度に比べ２．７％減少しております。また、収納額

につきましては６３６，９２６千円でございます。 
 収納率につきましては、現年度が９４．３１％で、前年度に比べ０．３４ポイント

上昇しております。また、滞納分につきましても１１．９８％で、前年度に比べ０．

９４ポイント上昇いたしております。 
 依然としまして、生活の不安定化による新規滞納者の増加は避けられない状況にあ

ります。今後とも収納率の向上に向けた口座振替の推進、分割納入、夜間徴収の強化

等新規滞納者の抑制と徴収率の向上に努めていかなければなりません。 
 次に、２８ページでございます。 
 国保特会における当面の問題と課題というようなことですけれども、高齢化の進展

や医療費の高騰、制度の矛盾などにより平成２２年度決算額におきましては、単年度

収支が２４０，０００千円ほどの赤字となっております。 
 特定健診の受診率のアップの取り組みなど医療費削減の努力と保険税率の検討が

必要であると考えております。 
 また、特定健診を実施するにあたりましては、国が示す平成２４年度参酌標準に沿

った町の目標達成に向けた積極的な取り組みが必要であると考えております。 
 さらに保険税の収納率の向上、医療費の適正化、保健事業の推進等さまざまな角度

から経営努力を行い、町民に必要な医療を保証し、併せて健康保持増進を図るため、

庁内の医療、介護、保健、福祉分野との連携のもと、一次予防に重点を置いた保健事

業の取り組むことが必要であると考えております。 
 具体策といたしまして、下段のほうに６項目にまとめておりますけれども、特に、

（３）で健康づくりのモデル事業等によりまして、被保険者の健康意識と自己管理意

識の高揚を図り、さらに健康づくりのための生活習慣病健診や各種予防教室への参加

を推進することが必要だと考えております。  
 次に、（５）としまして、特定健診の受診率向上と保健指導の充実を目指したいと

考えております。 
 以上のような取り組みが、早急に取り組まれる必要があると考えております。 
 今後とも厳しい国保運営状況には変わりありませんけれども、経営の健全化のため

に努めてまいりたいと思っております。 
 引き続き、決算書でご説明を申し上げます。 
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 まず、決算書の１９６ページでございますけれども、収入済額３，１６８，７２７

千円でございます。これは、対前年度比１．０３％の減でございます。 
 法定外の繰入れを２００，０００千円していただいておりますけれども、それを除

くと７．３％の減ということになります。 
 次に、２００ページでございます。 
 支出済額３，１８１，１８６千円でございますが、対前年度比０．２５％の増です

が、ほぼ前年並みの支出でございます。 
 ただ、初めて１２，４５９千円ということで、赤字の決算になっております。この

分につきましては、２３年度の予算より繰上充用を行っているところでございます。

 続きまして、２１４ページをお開きいただきたいと思います。 
 まず、歳出でございますが、１款総務費でございます。 
 １款１項１目一般管理費として５５，７８１千円を支出いたしておりますが、主な

ものとしては、人件費でございます。また、１３節委託料につきましては、国保連合

会で共同処理をお願いしている分でございます。内訳については、明細のとおりでご

ざいます。 
 ２項１目賦課徴収費としまして、２，１８４千円を支出いたしております。 
 次に、２１６ページでございます。 
 ２款保険給付費でございます。全体で２，１６５，８４１千円を支出していますが、

先ほども述べましたけれども、対前年度比０．２３％の伸びということになっており

ます。 
 内訳につきましては、１項療養諸費が１，９１２，７３９千円、０．２４％の伸び

でございます。 
 次に、２１８ページでございます。 
 ２項高額療養費は２３８，９６７千円、０．３４％の伸びでございます。 
 ４項の１９節出産育児諸費につきましては３０件で、１２，５１０千円支出いたし

ております。 
 ５項葬祭費につきましては、５４件の１，６２０千円でございます。 
 次に、２２０ページでございます。 
 ３款１項１目後期高齢者支援金は、２０，０００千円ほど増の３２２，１３４千円

を支出いたしております。 
 ４款１項１目前期高齢者納付金といたしまして５５６，９７１円を支出いたしてお

ります。 
 ５款老人保健拠出金は、今、老健制度の終了によりまして、前年度支出額よりも２

２，０００千円あまり減の２，７６５千円を支出いたしております。 
 次に、６款介護納付金でございますけれども、前年度支出額より１１，０００千円

あまり増の１５２，６４８千円を支出いたしております。 
 次に、２２２ページでございます。 
 ７款共同事業拠出金は、財政安定化と医療費の平準化のため、国保連合会が運営す

る事業に対する拠出金で、前年度支出額よりも３０，０００千円あまり増の４２１，

２７９千円を支出いたしております。 
 次に、８款保健事業費でございます。 
 ８款１項１目特定健康診査等事業費につきましては、９，７８５千円を支出いたし

ております。その主なものとしましては、１３節特定健診委託料の８，３４４千円で

ございます。 
 次に、２２４ページでございます。 
 ８款２項１目疾病予防費につきましては、１４，２２２千円を支出いたしました。

 ８節報償費につきましては３，４７０千円で、無受診者表彰記念品代というような
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ことで、５千円の商品券でございます。 
 ８款２項２目健康づくり推進事業は、例年どおり訪問指導と精神相談事業を行い、

２，６４０千円を支出いたしました。 
 次に、２２６ページでございます。 
 １０款公債費でございます。 
 １０款１項１目の利子につきましては６９千円でございますけれども、歳入欠陥時

に一般会計から一時借入を行った際の利息でございます。 
 次に、１１款諸支出金でございますが、２７，７５９千円を支出いたしております。

 内訳につきましては、１１款１項１目一般被保険者保険税還付金が１，９４６千円、

同項３目償還金につきましては、過年度超過交付金等の返還金で２５，８１２千円を

精算返還いたしております。 
 次に、１２款予備費でございますけれども、１１款の諸支出金に予算不足を生じま

したので、１２款予備費から５９千円ほど充用しております。 
 以上、歳出予算現額３，２７６，１５２千円に対しまして、支出済総額３，１８１，

１８６，５５７円でございます。 
 次に、２０２ページをお願いしたいと思います。歳入でございます。 
 まず、１款国民健康保険税ですけれども、６６２，０４６千円を収納いたしており

ます。昨年より１．８％の減でございます。 
 ２０４ページをお開きいただきたいと思います。 
 ２款でございます。使用料及び手数料でございますけれども、これは、すべて督促

手数料でございます。 
 次に、３款国庫支出金でございます。 
 ３款１項国庫負担金といたしまして、７１３，８５７千円を受け入れております。

 内訳につきましては、同項１目療養給付費等負担金が６９０，７３２千円でござい

ます。これにつきましては、退職者を除く療養給付費の３４％を国が負担するもので

ございます。 
 同項２目高額療養費共同事業負担金１８，８４２千円でございますけれども、１件

が８００千円を超える高額医療費の支払いに充てるため、費用の４分の１を国が負担

するものでございます。 
 同項３目特定健診等負担金４，２８２千円につきましては、国が費用の３分の１を

負担するものです。 
 ３款２項１目財政調整交付金といたしまして、２３２，１０９千円を受け入れてい

ます。これは、一般被保険者の療養給付費の９％を国が補助するものでございます。

 同項２目出産一時金補助金につきましては、７６０千円を受け入れております。 
 ２０６ページをお開きいただきたいと思います。 
 次に、４款療養給付費交付金でございます。９４，７４５千円を受け入れておりま

す。これは、退職被保険者に係る療養給付費相当額を社会保険診療報酬支払基金が交

付するもので、昨年より３４，０００千円あまり減になっております。 
 次に、５款前期高齢者交付金でございます。４７５，７９６千円を受け入れていま

すけれども、前年度よりも１９１，０００千円ほど減になっております。 
 次に、６款県支出金でございます。１４４，９９４千円を受け入れています。 
 内訳につきましては、６款１項１目高額医療共同事業負担金が１８，８４２千円で

ございます。 
 これにつきましては、１件が８００千円を超える高額医療の支払いに充てるため、

国庫負担金と同額である費用の４分の１を県が負担するものでございます。 
 同項２目特定健診等負担金でございますけれども、３，１１６千円でございます。

これは、国と同率の費用の３分の１を県が負担するものでございます。 
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 ６款２項２目財政調整交付金でございますが、１２３，０３６千円につきましては、

一般被保険者の療養給付費の県が７％を補助するものでございます。 
 次に、７款共同事業交付金でございますが、４４２，３５４千円を受け入れていま

す。 
 ７款１項１目高額医療共同事業交付金につきましては、１件当たり８００千円を超

える高額医療費に充てる分でございます。 
 次に、２０８ページでございます。 
 同項２目保険財政共同安定化事業交付金につきましては、１件当たり８００千円以

下で３００千円を超える高額医療費の、全体について交付されるものでございます。

 次に、９款繰入金でございます。 
 ９款１項１目一般会計繰入金として３６５，１４８千円を繰り入れております。 
 そのうちその他繰入金としまして、収入不足補てんのため２００，０００千円を繰

り入れております。  
 ２１０ページでございます。 
 １０款繰越金でございます。２８，４１０千円でございます。 
 次に、１１款諸収入でございます。７，６６７千円を収納いたしております。 
 内訳の主なものにつきましては、１１款１項１目一般被保険者延滞金が３，６２４

千円、４項１目一般被保険者第三者納付金１，７１８千円でございます。 
 ２１２ページをお開きいただきたいと思います。 
 ４項５目雑入につきましては、１，３３０千円を収納いたしております。 
 以上、歳入予算現額３，２７６，１５２千円に対しまして、収入済総額３，１６８，

７２７，２２８円でございます。以上でございます。 
 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

一木委員 
 一木委員  決算書でお尋ねいたします。 

 ２０２、２０３ページでございます。 
 収入未済額ということで、説明を受けたわけでございます。 
 現年課税分の左のほうの、２０２ページのほうの一般被保険者国民健康保険税の部

分の節の１、２、３、その下の退職被保険者等の国民健康保険税の１、２、３、合計

しますと、現年課税分が３７，８５０千円ということでございまして、昨年との比較

をやってみました。 
 昨年が４１，５３０千円ということでございまして、昨年と比較しますと３，６８

０千円ほど少なくなったということで、いいわけですけれども。 
 滞納繰越分を含めた額ということで、２２年度は、収入未済額は２１１，６７０千

円、昨年度２１年度は２０６，９３０千円ということで、現年分と滞納分を合わせま

すと４，７４０千円ほど収入未済額が増えたということで、言葉で言えば悪化したと

いうことと思われます。 
 いうことで、一層の滞納の対策並びにですね、収納の努力ということが必要かと思

われますけれども、見解説明等を求めたいと思います。 
 委 員 長  納税推進室長 
納税推進室長  お答えいたします。 

 収納関係ですので、納税推進のほうでお答えしたいと思います。 
 今、確かに一木委員がおっしゃったようになります。 
 数字上は先ほど担当課長が申しましたように、収納率から言いますとですね、２１

より２２のほうが上がっていると。滞納分もそのような数字になるかと思います。 
 ですけども、おっしゃるように、現年はありましても調定等９４か５ぐらいですの
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で、その分が残りますから滞納分に入っていくということで、分母がどんどん大きく

なります。滞納分がですね。 
 すると、現年度分は調定に対して収納ですから、調定が落ちておりますので、入っ

てくるお金も少ないんですけれども、調定そのものの分母が小さくなっていますか

ら、率は上がったような数字になってきております。合計すると、おっしゃるような

形になるかと思います。 
 ですけど、毎月の監査も、おっしゃるように、実際の収入済と率というような形で、

定例監査も監査委員にご報告しているような状況です。 
 ですから、一概にこういう表を出しますと、国保税に関しては、対２１年度よりも

２２年度は上がったような数字にはなりますが、議員がおっしゃるような形で、算数

的に計算しますとですね、非常に膨らんでいるような状況です。 
 現在の収納に関しましてはですね、国保税だけが滞納がある方はもちろん国保税に

充てるんですけれども、大体滞納が多い方は、いろんな税がそれぞれ４税ほとんど滞

納されているケースが多いのでですね、主眼的には、合併前もそうでしょうし、合併

してからもそうでしょうけれども、国保税をまず第一に充てているのが、過去ずっと

経緯でございます。いくつか税の未納がありましたらですね、それに充てております。

 現在もそのような形になっておりますが、若干少しバランスが崩れつつありますの

で、国保税オンリーというわけにはいかないというふうに、少し考えを改めたいとは

考えております。 
 それと担当課長が申しましたように、昨日納税推進室の説明をしましたけれども、

夜間徴収、年に３回大々的にやっておる部分もあります。そういう効果も若干はある

と思いますが、それ以上に、こういう状態でですね、数字的に陥っているということ

で、費用的には、率的には上がったようになりますが、実質的には滞納額が増えてき

ているというのが現状でございますが、入ってきている額は少ないということになり

ますので、本来、昨日の中で、ひょっとしたらもう少し私のほうが説明すべきであっ

たかと思いますが、滞納処分のですね、大分強化していると思います。以前に比べれ

ばですね、２１年度よりも２２年度、２２年度よりも２３年度というような形でです

ね、いわゆる滞納処分。 
 簡潔に言いますと、まず、何か財産を探して停止をかける、そして処分に行くとい

うような形で、できるだけ関連します不納欠損も少なくしたいと考えておりますの

で、時効の中断に持ち込んでですね、財産を探しながらやっていきたいと考えており

ます。 
 でもこれは、一長一短に、なかなかすぐにはまいりませんので、その辺は若干の時

間的余裕を、昨年、２２年度ぐらいからだいぶ納税推進室もやり方を変えてきている

ような感じがいたしますので、２２よりも２３という形で、また、パターンのやり方

を若干変えつつありますので、思ったほど数字はできないかと思いますが、議員がお

っしゃったのと私が説明したような状況でですね、数字のマジック的な状況になりま

すので、決して、この国保税だけには限りません。すべて４税ほか、国保税を含めま

して４税、あといろんな使用料もあるんでしょうけれども、率の単純な比較にはいか

ないということは十二分に私どもも承知しておりますし、その率の向上に向けてさら

に努力したいと考えております。以上です。 
 委 員 長  河内委員 
 河内委員  特定健診で２点ほどお尋ねします。 

 資料のほうの２７ページです。 
 特定健診の保健指導で動機付けと積極的支援、中断された方と未実施の方合せて６

９人いらっしゃいますけれども、この方たちに対するその後の対応はどうされたのか

ということが１点。 
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 それと、２４年度までの目標値、達成できるのかどうか、達成する自信はあるのか

どうか、お尋ねします。 
 委 員 長  健康課長 
 健康課長  まず、１点目でございますけれども、６３．１％、それ以外の人については、どう

かというようなことでございますが。 
 この中には中断者で、半年間の指導が必要になるわけですけれども、途中で中断さ

れた方、また、最初から、もういいということで、はっきりお断りになる方等もござ

います。 
 それと、昨年１０月に追加健診ということで健診を行っております。 
 ただ、この特定保健指導につきましては、６カ月間の保健指導がない限りは、その

カウントができないというようなことで、１０月検診者については、この数値に入っ

てきませんので、そういう部分でなっております。 
 ただ、中断者でありますとか、そういう方についてはですね、電話連絡とかそうい

うものでしておりますけれども、なかなか仕事の関係とかいろんなことで応じてもら

ってない部分がございます。 
 それと２４年度の目標達成可能性ということでございますけれども、保健指導につ

きましては、目標達成はしておりますけれども、健診率については、かなり難しいと

いう、表現がちょっと難しいんですが、かなり厳しいというような状況でございます。

 ただ、最初、２０年度にこの健診がスターとしまして、最初の初日の日にですね、

ごった返したというような状況が発生しております。 
 その次の年、２１年度に、それからまたその年に６％ほど受診率が下がったわけで

すけれども、それを、そのごった返したためのことであるというようなことで、２２

年度にそういう対策をとったわけですけども、回数を増やすとかですね。  
 ただ、２３年度の今の状況を見てみますと、やはりそれだけではなかったというこ

とでですね、魅力ある健診にする方策でありますとか、ここ１、２週間前に、まだ受

けてない方に直接電話対応とかもさせてもらいますと、みんな感謝していただきまし

てですね、そしてあとちょっとの後押しが健診に繋がっているというようなことがで

すね、ここ１日、２日の健診状況を見てみますと見えてきますので、そういうのも踏

まえてですね、しっかり頑張っていきたいというふうに考えております。以上です。

 委 員 長  質疑が終わりました。 
 これから、認定第２号「平成２２年度筑前町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」を、採決したいと思います。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 
 認定第２号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 
 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 
 したがって、認定第２号「平成２２年度筑前町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」は、認定すべきものと決定しました。 
 委 員 長  続きまして、認定第３号「平成２２年度筑前町老人保健特別会計歳入歳出決算の認

定について」を、議題とします。 
 説明を求めます。 
健康課長 

 健康課長  老人保健特別会計について、ご説明いたします。 
 まず、委員会資料の２９ページをお開きいただきたいと思います。 
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 資料につきましては、ほとんど０が並んでおりまして、２０年度より後期高齢者医

療へ移行したため、すべてが過年度の精算処理でございます。 
 ２２年度をもちまして会計を閉鎖いたしますけれども、２３年度までは清算事務が

残っておりますので、一般会計に残金等を移行させながら行っていきたいと、遺漏な

きように努めたいというふうに考えております。 
 決算書の２３７ページでございます。 
 歳出ですけれども、歳出は３款２項１目の一般会計操出金の６，８０７千円のみで

ございます。 
 収入した分を、すべてこの節で一般会計に移しておりますけれども、収入予測が少

しずれまして、予備費より２２千円ほど流用して残金処理を行っております。 
 予算額６，８８６千円に対しまして、支出済額６，８０７，５２８円でございます。

 次に、２３３ページでございます。 
 歳入につきましては、１款から３款につきましては、すべて過年度の精算金の収入

でございます。 
 ５款につきましては、前年度からの繰越金でございます。 
 ６款につきましては、医療機関等への監査等によりまして、医療給付金の返還金が

来ております。 
 予算額６，８８６千円に対しまして、収入済額６，８０７，５２８円でございます。

 ２３１ページでございますけれども、歳入歳出差し引き０というようなことでござ

います。以上でございます。 
 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 
 委 員 長  質疑がないようですので、これから、認定第３号「平成２２年度筑前町老人保健特

別会計歳入歳出決算の認定について」を、採決したいと思います。 
 これに、ご異議ありませんか。  
 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 
 認定第３号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 
 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手全員です。 
 したがって、認定第３号「平成２２年度筑前町老人保健特別会計歳入歳出決算の認

定について」は、認定すべきものと決定しました。 
 委 員 長  続きまして、認定第４号「平成２２年度筑前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について」を、議題とします。 
 説明を求めます。 
健康課長 

 健康課長  後期高齢者医療特別会計について、ご説明を申し上げます。 
 決算委員会資料の３０ページをお開きいただきたいと思います。 
 まず、後期高齢者医療につきましては、２４年度をもって廃止の方向性が示されて

おりましたけれども、法令の改正などまだ行われていないというようなことで、事実

上先送りになると思われますけれども、まだ、その点の情報については、まだ示され

ておりません。 
 後期高齢者特別会計は、保険料収入と法律に定められた町よりの繰入金をそのまま

後期連合へ支出するのが、ほぼメインの会計でございます。 
 独自に行うものといたしましては、収納率向上対策とそれに必要な事務費でござい

ます。 
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 収納率につきましては、３０ページに記載のとおりでございますが、わずかですけ

れども、向上いたしております。 
 ただ、ここの表記載の数字につきましては、還付未済の関係で、決算書の数字とは

異なっております。この数字につきましては、還付未済調整後の数値ということにな

ります。 
 次に、３１ページの（２）の表でございますけれども、法定繰入金の状況でござい

ます。 
 次に、歳出でございますけれども、（１）の表につきましては、独自に使用した事

務費の内訳でございます。（２）につきましては、連合への納付金の状況でございま

す。昨年より２００，０００千円ほどの増になっています。 
 施策といたしましては、広報活動、収納率の向上対策を今後も進めてまいりたいと

思っております。 
 続きまして、決算書のほうでございます。 
 ３０３ページをお開きいただきたいと思います。 
 １款１項１目一般管理費でございますけれども、保険証の発行時の役務費が主な支

出でございます。 
 同じく２項２目につきましては、徴収に関する費用でございまして、納付書や督促

状の発送の経費でございます。 
 ２款１項１目につきましては、先ほど申し上げました町からの繰入金と保険料収納

額を合わせて支払ったものでございます。 
 ３款１項１目につきましては、過誤納付金の還付金でございます。 
 ３０５ページでございますが、歳出予算現額３０６，０５１千円に対しまして、支

出済額２６２，８８９，５３２円でございます。 
 続きまして、歳入でございます。 
 ２９９ページをお願いしたいと思います。 
 １款１項１目保険料につきましては、１８１，１０５千円で、対前年度比８．４％

の伸びでございます。 
 特別徴収、普通徴収の内訳については記載のとおりでございますけれども、先ほど

申しました還付未済が発生しておりますので、調定より収入が多くなる現象が出てき

ております。 
 数字上この中では見えませんけれども、普通徴収の現年分、滞納分にも還付未済が

ございます。 
 ２款につきましては、すべて督促手数料でございます。 
 ４款につきましては、一般会計よりの法定の繰入金でございます。８２，３１４千

円を収納いたしております。 
 ３０１ページでございますけれども、５款につきましては、前年度からの繰越金で

ございます。 
 以上、予算額３０６，０５１千円に対しまして、収入額２６６，４７９，６２７円

でございます。 
 次に、２９７ページでございますが、歳入差引につきましては３，５９０，０９５

円でございます。以上でございます。 
 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 
 河内委員  決算書の３０４ページです。 

 １目保険料還付金、諸支出金の中の１項１目保険料還付金の過誤納金還付金です

が、これの件数と特別徴収、普通徴収も含まれているのか、お尋ねします。 
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 委 員 長  健康課長 
 健康課長  資料はですね、今持って来ているんですけども、ちょっと数えなければいけないと

いうことでですね、ちょっと時間がかかりますので。 
 委 員 長  後日、その数字については、報告ということでいいですか。 

 （「はい。」の声あり） 
 委 員 長  数値については、後日報告をさせたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 
 質疑が終わりましたようですので、これから、認定第４号「平成２２年度筑前町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」を、採決したいと思います。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 
 認定第４号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 
 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 
 したがって、認定第４号「平成２２年度筑前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について」は、認定すべきものと決定しました。 
 委 員 長  引き続き認定第５号「平成２２年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について」を、議題とします。 
 説明を求めます。  
人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 
 決算審査特別委員会資料のほうで、実績の報告から先にさせていただきます。 
 資料の３２ページをお開き願います。 
 平成２２年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計実績報告書。 
 １．総括といたしまして、現在の事務及び改修並びに債務者の状況等につきまして

は、そこに記載しているとおりでございます。 
 これまでの経緯と今後の見通しについて、簡単に説明させていただきます。 
 この貸付事業は、平成１３年度末の地対財特法の失効に伴い廃止となっているもの

でございます。 
 本町におきましては、平成４年度が最後の貸付となっております。償還期間が２５

年ですので、平成２９年度が最終償還年度となっておるところでございます。 
 償還額の多い平成２０年度頃ですかね、今後、歳入不足により一般会計からの繰入

金を覚悟しなければならないというふうな予測をしておりましたけれども、平成２１

年度に競売の配当金、２件の３，６００千円、それから、死亡保険金からの一括返済

が５，１００千円、それから、償還推進助成補助金８，０００千円等がありまして、

平成２２年度末の財政調整基金が１１，２００千円ほどになっております。 
 一方、平成１３年度から平成２９年度までの公債費です。借入先の簡保生命保険へ

の償還金でございますけれども、この合計が、約２２，０００千円となっております。

今後、一般会計からの歳入なしに独立した運営が可能となったところでございます。

 だからと言って、決して気を緩めるようなことはしておりませんで、今後とも滞納

者と連絡を密にいたしまして、債務者意識の徹底を図りながら、生活状況に応じた返

済計画と履行の指導にあたっていきたいと思っております。 
 また、対応が困難な事例等につきましては、県に専門のアドバイザーが設置されて

おります。そこに指導を受けながら、回収に努めてまいりたいと思っております。 
 中ほどの決算表でございますけれども、これは、決算書を取りまとめたものでござ

いますので、決算書のほうで説明させていただきます。 
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 次の表が滞納件数です。国費、県費、町費、貸付の種類が５種類あるわけですけれ

ども、合計で８７件、実人員で４７人でございます。町費の分につきましては、２１

年度で償還が完了しております。 
 次の３３ページでございます。 
 回収状況を掲載しております。現年度分、元金、利子合わせまして、調定額１０，

９５２，２８２円に対しまして、収入額５，２７４，７４２円、回収率４８．１６％

です。昨年度よりも１．６６％増となっております。 
 過年度分、元金、利子合わせまして、調定額が１８１，２６１，３４５円、収入額

が５，５４０，７８８円、回収率３．０６％です。昨年よりも４．６３％減となって

おります。 
 これにつきましては、先ほど言いましたように、２１年度は競売の配当、それから

死亡保険金からの一括の返済がありまして、２２年度は残念ながらありませんでした

ので、このような結果になっておるところでございます。 
 続きまして、決算書のほうで報告させていただきます。 
 決算書の２４８、２４９ページをお願いいたします。 
 １款１項１目一般管理費、支出済額６８２，４８８円です。これは、臨時職員の賃

金、普通旅費、それから消耗品費、通信運搬費でございます。 
 それから、次の２目財政調整基金費３，０８５，７３８円、これは、基金の積立額

でございます。 
 次の２款１項公債費です。これは、借入先の簡保生命への償還金でございます。支

出済額１３，１３９，６２４円。 
 予備費はありません。 
 支出済額の合計額、一番下ですけれども、１６，９０７，８５０円です。 
 次に、歳入のほうを説明いたします。 
 ２４４ページをお願いいたします。 
 １款１項県補助金、収入済額が３，１３６千円です。内訳といたしまして、１目の

住宅新築資金等県補助金２，６４７千円、２目の償還推進助成事業補助金４８９千円

でございます。 
 次の２款１項財産運用収入、収入済額８５，７３８円です。財政調整基金の利子で

ございます。 
 次に、４款１項繰越金です。前年度からの繰越金でございます。１０，２５１，１

９４円です。 
 続きまして、５款の諸収入です。 
 次のページをお願いいたします。２４６、２４７ページです。 
 ２項貸付金元利収入です。これが借受人からの返済された額でございます。収入済

額の合計１０，８１５，５３０円です。 
 歳入合計、一番下ですけれども、２４，２８８，４６２円です。 
 ２５０ページをお願いいたします。 
 実質収支に関する調書ということで、歳入総額２４，２８８千円、歳出総額１６，

９０８千円、差し引き７，３８０千円です。 
 実質収支額といたしまして、７，３８０千円となっているところでございます。 
 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 
河内委員 

 河内委員  資料の３２ページです。  
 表の下の滞納件数８７件、このうち保証人がすでに亡くなって、その後つかなかっ

たとかいう、保証人のついていない件数はあるのかが１点と、総括の中で、真ん中ら
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辺に、多重債務や無計画な生活設計などで滞納になるケースも多くとありますが、多

重債務とかは自己破産すれば、住宅費とかは免除になるんじゃないかと思うんです

が、その辺はどうなっているんでしょうか。 
 委 員 長  人権・同和対策室長 
人権・同和対

策室長 
 １点目の保証人の死亡等でございますけれども、滞納８７件のうち、保証人２人と

もに死亡あるいは破産免責を受けた件数が２１件、それから、保証人２人のうち１人

が死亡、あるいは破産免責を受けたのが２９件でございます。 
 それから、多重債務等の件でございますけれども、本人が破産免責ですかね、そこ

まで行きますと、この回収金ついても不納欠損ではございませんけど、回収不能額と

して補助の対象になる可能性はあります。以上でございます。 
 委 員 長  河内委員 
 河内委員  最初の回答で、１人しかついてない方が、ちょっと人数が分からなかったので、も

う一度お願いしたいのと、２人とも保証人がいない人は、保証人なしでどうされるつ

もりか、お尋ねします。 
 委 員 長  人権・同和対策室長 
人権・同和対

策室長 
 保証人２人のうち１人が死亡あるいは破産免責を受けた件数は２９件でございま

す。 
 すみません。ちょっとお待ちください。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 
人権・同和対

策室長 
 相続人のほうに請求しているところでございます。 
 そして、破産免責になれば、先ほど言いましたように、補助金の対象になる可能性

は出てきます。 
 委 員 長  質疑が終わりました。 

 これから、認定第５号「平成２２年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」を、採決したいと思います。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 
 認定第５号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 
 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 
 したがって、認定第５号「平成２２年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」は、認定すべきものと決定しました。 
 休  憩  
 委 員 長  ここで、休憩をいたします。 

 ３時１０分から再開いたします。 
（１４：５５）

 再  開  
 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （１５：０８）

 委 員 長  先ほどの河内委員の後期高齢の関係で、健康課長からの発言の申し出があっており

ますので、これを許期します。 
健康課長 

 健康課長  先ほどご質問がありました後期高齢者の過誤納付金の還付金の内訳でございます

けれども、平成２０年度分が２８件、金額にしまして１２８，７５０円でございます。

２１年度分が２２件、３０８，２００円でございます。以上でございます。 
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 委 員 長  すでに採決は終わっておりますので、後で質問はしてください。 

 委 員 長  それでは、認定第６号「平成２２年度筑前町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」を、議題とします。 
 説明を求めます。 
下水道課長 

下水道課長  それでは、平成２２年度農業集落排水事業の実績報告書の成果と課題について、説

明をいたします。 
 決算審査特別委員会資料の３４ページをお願いいたします。 
 まず、重点施策の方向でございますが、農業集落排水事業につきましては、平成１

２年度で整備が完了しております。現在は浄化センター及び管路施設の維持管理、使

用料徴収などの管理業務が中心となっております。 
 今後は経営の健全化を図るために、水洗化率及び使用料収納率の向上、浄化センタ

ー及び管路施設の適切な維持管理を行ってまいります。 
 具体的な成果でございます。 
 １の事業の概要は、表に記載のとおりでございます。 
 ２の収支決算の状況でございますが、歳入総額１５０，６１８千円、歳出総額１４

９，４９４千円、歳入差引差額１，１２４千円、実質収支も同額でございます。 
 両施設の処理状況につきましては、表に記載のとおりでございます。 
 ４の水洗化率の状況でございます。 
 平成２２年度末の水洗化率は、上高場処理区８７．２１％、栗田処理区９３．７６％

となっております。 
 ５の施設の維持管理費は、上高場及び栗田浄化センター並びに管路施設等の維持管

理の経費で３５，３５３千円でございます。 
 ６の受益者負担金、分担金の収納率は、現年度分１００％、これは、新規加入分で

一括納付としているためでございます。 
 ７の使用料の収納率は、現年度分９７．１％、滞納繰越分１１．８％でございます。

 ３６ページでございます。  
 ８の不納欠損額は、下水道使用料２件分、３，８４３円でございます。 
 失効停止期間中の時効完成によるもの１件、時効の完成によるもの１件でございま

す。 
 ７の地方債現在高の状況でございます。 
 平成２２年度元利償還金は１０２，７０６千円、平成２２年度末現在高は１，２４

３，６０２千円でございます。 
 将来の課題でございますが、１．経営の健全化、２．上水道の普及に伴う料金制度

の見直し、３．処理施設及び管路施設の適正な維持管理、４．効率的な汚水処理区へ

の変更の検討、以上の４つを掲げております。 
 効率的な汚水処理区の変更・検討については、上高場及び栗田浄化センターの経年

劣化による修繕が増えつつあり、本年度流域関連公共下水道への接続についての費用

対効果について、業務委託を行っております。 
 続きまして、歳入歳出決算について、説明をいたします。 
 別冊決算書の２５５ページでございます。 
 歳入歳出決算事項別明細書の説明をいたします。 
 初めに歳入の説明をいたします。１款１項１目農業集落排水事業分担金９５２千

円、これは、新規加入分４件分でございます。 
 ２款１項１目農業集落排水施設使用料３９，６６８千円、不納欠損額３，８４３円

でございます。 
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 ３款１項１目利子及び配当金２０６千円、これは、農業集落排水事業基金に対する

利子でございます。 
 ４款１項１目一般会計繰入金１０１，８６４千円、これは、一般会計への５款１項

３目農業振興費からの繰入金でございます。 
 同じく２目基金繰入金６，４００千円、これは、農業集落排水事業基金からの繰入

金でございます。 
 ２５７ページをお願いします。 
 ６款２項１目雑入１，２６９千円、これは、消費税の還付金と還付加算金でござい

ます。 
 以上、歳入合計は、予算現額１５２，５６０千円に対し、収入済額１５０，６１８，

４９２円でございます。 
 続きまして、歳出の説明をいたします。 
 ２５９ページでございます。 
 １款１項１目農業集落排水施設管理費４６，４５１千円、主なものとしまして、１

１節需用費１１，６１９千円、主に２カ所の浄化センター及び１１カ所のマンホール

ポンプ場の電気料、修繕料、処理場で使う薬品等の消耗品でございます。 
 １３節委託料１９，６１７千円、主に２カ所の浄化センターの維持管理委託料及び

久留米市北野にあります両筑苑までの汚泥の運搬委託料、管路施設の巡視点検、清掃

業務委託料でございます。 
 １５節工事請負費３，２９１千円、これは、下水道管埋設箇所の舗装補修工事費で

ございます。 
 １９節負担金補助及び交付金４，２０２千円、主に両筑衛生組合、両筑苑による汚

泥処理費の負担金でございます。 
 ２６１ページをお願いします。 
 １款１項２目基金費、支出済額２０６千円、これは、歳入の農業集落排水事業基金

利子を基金に積み立てるものでございます。基金残高は３２１ページをご参照願いま

す。 
 ２款１項１目元金６７，１８７千円、これは、起債償還金の元金でございます。 
 同じく２目利子３５，５１８千円、これは、起債償還金利子でございます。 
 以上、歳出合計は、予算現額１５２，５６０千円に対し、支出済額１４９，４９４，

２７１円でございます。 
 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 
河内委員 

 河内委員  資料の３６ページ、将来の課題の中の②ですが、一般家庭の使用料は世帯員割制と

なっていますが、水道使用料に応じた重量制の導入を検討しますとあります。 
 もしこの重量制を導入された場合ですね、加入者の世帯にとって使用料は、負担、

増えるのか、それとも低くなるのか、お尋ねします。 
 委 員 長  下水道課長 
下水道課長  お答えいたします。 

 具体的な試算はまだ行っておりませんので、今後検討していく中では、現行料金よ

り過大な負担にならないようには研究をしてまいりたいと思っております。 
 経営の状況もありますので、現行収入を下回ることになりますと、また、一般会計

の持ち出しが大きくなってきますので、そういうものを勘案しながら検討していきた

いと思います。 
 委 員 長  福本委員 
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 福本委員  決算書の２６０ページの、これは１３節の委託料のところで、汚泥運搬委託料とい

うことで３，４２３千円という決算額が上がっておりますが、大体量的には何㎥ぐら

いに相当するわけですか。 
 委 員 長  ちょっと時間がかかりますので、次に質問がある方はお願いしたいと思います。 

下水道課長 
下水道課長  確かな数字は持ち合わせておりませんので、後で報告させていただきたいと思いま

すけれども、大体月平均１３０ｔあたりを持って行っておりますので、その１２カ月

分程度でございます。 
 委 員 長  質疑が終わりましたようですので、これから、認定第６号「平成２２年度筑前町農

業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について」を、採決したいと思います。

 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 
 認定第６号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 
 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手全員です。 
 したがって、認定第６号「平成２２年度筑前町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」は、認定すべきものと決定しました。 
 委 員 長  続きまして、認定第７号「平成２２年度筑前町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」を、議題とします。 
 説明を求めます。 
下水道課長 

 委 員 長  最初に先ほどの説明を行いたいと思います。そして、説明をいただきます。 
下水道課長  先ほど福本委員のご質問は１３０ｔで間違いございませんでしたので、年間１，５

６０ｔでございます。 
 それでは、平成２２年度公共下水道事業の実績報告書の成果と課題について、説明

をいたします。 
 審査特別委員会資料の３７ページでございます。 
 重点施策の方向でございます。 
 筑前町の公共下水道事業は、旧夜須町を宝満川上流流域関連公共下水道、旧三輪町

を単独公共下水道事業により整備を行い、平成２２年度をもって下高場の小隈、四三

嶋の屋形原を除きましてほぼ完了し、公共下水道計画区域内の普及率は約９８％とな

り、県内の町ではトップクラスの整備水準となっております。 
 平成２２年度は普及促進のため、勝山、小路、坂根などの管路施設工事約８㎞の汚

水管渠の整備を行いました。 また、近年の豪雨に伴う浸水被害解消のために、新町

第２雨水管線、原地蔵地内の水路改修工事などを行いました。 
 また、三輪中央処理区の水洗化に伴う流入水量の増加に対応するために、平成２３

年度までの２カ年事業として、三輪中央浄化センターの３系列目の工事に着手いたし

ました。 
 具体的措置及び成果でございます。 
 １．事業の概要は、表に記載のとおりでございます。 
 ２．決算収支の状況でございますが、歳入総額１，７２７，３３０千円、歳出総額

１，７２４，０００千円、歳入歳出差引３，３３０千円、翌年度へ繰越すべき財源７

１３千円、実質収支２，６１７千円でございます。 
 ３８ページでございます。 
 三輪中央浄化センターの施設の処理状況は、表に記載のとおりでございます。 
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 ４．普及率でございます。 
 計画区域内の普及率は、宝満川上流流域処理区、旧夜須地区ですが、９７．４９％、

三輪中央処理区１００％、全体で９８．４６％でございます。 
 水洗化の状況でございます。 
 平成２２年度末の水洗化率は、宝満川上流処理区７７．３８％、三輪中央処理区８

３．８７％、全体で７９．９２％でございます。 
 ６の施設維持管理費は、三輪中央浄化センターの維持管理費、夜須地区分の流域下

水道維持管理負担金など２２２，６２８千円でございます。 
 ７．同和地区排水設備工事補助金は、１３件を行っております。 
 ８の流域下水道建設負担金は、県事業分の筑前町負担分でございます。 
 ９．受益者負担金の収納状況ですが、収納率、現年度分９４．５７％、滞納分２１．

５２％でございます。 
 使用料の収納率は、現年度分９７．７７％、滞納分１３．０３％でございます。 
 １１の不納欠損でございますが、受益者負担金８５件、２０人分、２，７８５，０

７０円、使用料２９件、１７人分、５５１，９２１円です。 
 不納欠損の理由は、４３ページに記載しておりますように、納付義務の消滅による

もの６件、執行停止期間中の時効完成によるもの３０件、時効の完成によるもの７８

件でございます。 
 １２．地方債現在高の状況でございます。 
 平成２２年度借入額２８４，３００千円、元利償還金６１４，２０８千円、平成２

２年度末現在高は１３，０６０，９００千円でございます。 
 将来の課題でございます。３９ページから４０ページに掲載をしております。 
 夜須地区の宝満川上流流域関連公共下水道の整備完了、浸水地区の解消、経営の健

全化、上下水道普及に伴う使用料金制度の改定、三輪中央浄化センターの高度処理及

び処理水の有効利用、効率的な汚水処理区域への変更検討、以上の６点でございます。

 参考といたしまして、福岡県が実施をしております宝満川上流流域下水道事業の全

体計画と進捗状況を２２年度末で掲載をしておりますので、ご参照をいただきたいと

思います。 
 続きまして、歳入歳出決算について、説明をいたします。 
 別紙決算書の２６８ページでございます。 
 １款１項１目公共下水道事業負担金、収入済額１３２，２３０千円、不納欠損額が

先ほど言いましたように、２，７８５千円でございます。 
 ２款１項１目公共下水道施設使用料３２８，３９６千円、不納欠損額５５１千円で

ございます。 
 同じく２項１目手数料６５６千円、主なものは、１節の督促手数料でございます。

 ３款１項１目公共下水道事業費補助金３３６，３６３千円、国からの社会資本整備

総合交付金でございます。  
 ４款１項１目公共下水道事業費補助金１，９５０千円、県からの同和地区排水設備

施設工事事業費補助金１３戸分でございます。 
 ２７０ページでございます。 
 ５款１項１目利子及び配当金４８５千円、これは、公共下水道事業基金に対する利

子でございます。 
 ６款１項１目一般会計繰入金５８６，２１１千円、これは、一般会計の７款４項１

目都市計画総務費からの繰入でございます。 
 同じく２目基金繰入金４０，０００千円、これは、下水道事業基金からの繰入金で

ございます。 
 ２７２ページをお願いします。 
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 ８款３項２目雑入１４，５４７千円、消費税の還付金とその他雑入には、転倒事故

に伴う保険金１，３５６千円が含まれております。 
 ９款１項１目公共下水道事業債２８４，３００千円でございます。 
 以上、歳入合計、予算現額１，８５９，２８７千円に対し、収入済額１，７２７，

３３０，０１５円でございます。 
 続きまして、歳出の説明をいたします。２７５ページでございます。  
 １款１項１目公共下水道施設管理費２７７，０９７千円、主なものは８節報償費９，

７８５千円、これは、下水道への接続推進奨励金２７４件、及び受益者負担金の全納

報償金２５２件分でございます。 
 １１節需用費２４，１８１千円、主に三輪中央浄化センター及び３４カ所のマンホ

ールポンプ場の電気料などの光熱水費、修繕料、処理場で使います薬品などの消耗品

費でございます。 
 １３節委託料８２，９８９千円、主に三輪中央浄化センターの維持管理委託料、脱

水汚泥処分及び運搬委託料、管路施設の巡視点検・清掃業務委託料、下水道管路施設

台帳更新業務委託料、パソコンに入れているものの更新でございます。 
 ２７７ページでございます。 
 １５節工事請負費３，２６２千円、主なものは、事業所等の量水器の設置工事費と

雨水管線の維持管理費工事でございます。 
 １９節負担金補助及び交付金１１６，７２７千円、主なものは、福岡県に支払いま

した夜須地区の宝満川浄化センターにおける維持管理負担金でございます。 
 ２２節補償補填及び賠償金１，３６６千円、転倒事故に伴う賠償金でございます。

 同じく２目基金費、支出済額４８５千円でございます。これは、下水道事業基金利

子を基金に積み立てるものでございます。 
 基金残高は３２１ページをご参照願います。 
 ２款１項１目公共下水道施設整備費、支出済額８３２，１７３千円。 
 ２７９ページをお願いいたします。 
 主なものは、１１節需用費７２０千円、コピー用紙代やＯＡ機器の消耗品費、公用

車のガソリン代でございます。 
 １３節委託料２９，２３６千円、汚水管渠の実施設計、雨水管渠の実施設計など６

件分でございます。 
 １４節使用料及び賃借料４，４５３千円、主にコピー機、設計積算のシステム、公

用車のリース料でございます。 
 １５節工事請負費７３８，０８５千円、内容は、三輪中央浄化センター３系列目の

建設工事、汚水管渠工事１６件、雨水管渠工事６件、排水設備工事、これは、公共枡

の新設工事でございますが、５０カ所分、付帯工事は路面の補修工事でございます。

 １９節負担金補助及び交付金８，４０２千円、主なものは、流域下水道建設負担金

と夜須地区の同和地区排水設備工事補助金１２件分でございます。 
 ２２節補償補填及び賠償金２４５千円、これは、工事に伴う電柱の移設補償でござ

います。 
 ３款１項１目元金、支出済額３５４，４０８千円、起債償還金の元金でございます。

 同じく２目利子、２５９，８３６千円、起債償還金の利子と一時借入金の利子でご

ざいます。 
 ２８１ページをお願いします。 
 以上、歳出合計は、予算現額１，８５９，２８７千円に対し、支出済額１，７２３，

９９９，８６１円、翌年度繰越額１１４，５１０千円でございます。 
 以上で、説明を終わります 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 
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河内委員 
 河内委員  決算書の２８０ページです。 

 １５節工事請負費と１９節負担金補助及び交付金、三輪・夜須同和地区に対する排

水設備工事費補助金、これはいつまで続けるおつもりでしょうか、お尋ねします。 
 委 員 長  下水道課長 
下水道課長  お答えします。 

 この事業につきましては、福岡県の事業に基づきまして町も実施しているものでご

ざいまして、６月の議会でもお話したかと思いますけど、県のほうが２３年度で終わ

りということになっておりますので、筑前町も本年度をもって完了するということに

しております。 
 委 員 長  河内委員 
 河内委員  ２４年度へ先送りしなければならないというふうに、将来の課題でありますけれど

も、そうなった場合も、しないということで理解してよろしいですか。 
 委 員 長  下水道課長 
下水道課長  お答えします。 

 ２４年度へ先送りになった分は、下水道の本管工事でございまして、宅内排水設備

工事については、県の要綱が、先ほど言いましたように、今年度末で切れますので、

それで終わりということでございます。 
 委 員 長  質疑が終わりました。 

 これから、認定第７号「平成２２年度筑前町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」を、採決したいと思います。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 
 認定第７号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 
 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 
 したがって、認定第７号「平成２２年度筑前町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」は、認定すべきものと決定しました。 
 委 員 長  続きまして、認定第８号「平成２２年度筑前町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」を、議題とします。 
 説明を求めます。 
水道課長 

 水道課長  平成２２年度筑前町簡易水道事業特別会計決算について、説明いたします。 
 先に、特別委員会資料のほうから説明させていただきます。４６ページをお願いい

たします。 
 重点施策の方向ですけれども、朝日の簡易水道につきましては、約４５年間使用し

てまいりました。平成２１年度に水が濁る事故が発生しましたので、２２年度早々に

上水道に切り替える工事を行い、１０月から水道に切り替えることができました。２

２年度末で簡易水道事業を廃止したところであります。 
 その間、維持管理につきましては、ポンプなどの維持管理につきましては、水道技

術管理資格を持っております水道課の職員による管理によって経費節減に努めてま

いりました。 
 職員でできない色、臭いなどの毎日検査につきましては、地元の利用者に協力を得

ながら委託をしてまいりました。水道法に基づく水質検査につきましては、業者に委

託をして、安全な水の供給に努めてまいったところであります。 
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 具体的な措置及び成果ですけれども、水道の使用料につきましては２７７，５５０

円で、１戸当たり月１，３００円、９月末廃止の時点で３８戸の方が利用してありま

した。 
 維持管理につきましては、水質検査委託料、ポンプの電気代、施設の撤去費用を支

払ってきたところであります。 
 次に、歳入歳出の決算について、説明いたします。 
 決算書の２８８ページをお願いいたします。 
 歳入の部につきましては、利用者の使用料それから一般会計からの繰入金、これは、

環境衛生費からの操出金であります。７６８，５５２円繰り入れていただいておりま

す。それから、前年度からの繰越金、この３つで運営をしております。 
 ２９０ページです。 
 １，４７４千円に対して、収入済額１，４７３，０３９円であります。 
 次に、歳出の部、２９２ページをお願いいたします。 
 予算現額１，４７４千円に対して、支出済額１，４７３，０３９円です。 
 １１節ですけども、光熱費、ポンプの電気料金及び１３節の水質検査委託料、それ

から１５節の施設の撤去工事費等に支払いをしてまいりました。 
 予備費の支出については、行っておりません。 
 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 
 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 
 これから、認定第８号「平成２２年度筑前町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」を、採決したいと思います。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 
 認定第８号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 
 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手全員です。 
 したがって、認定第８号「平成２２年度筑前町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」は、認定すべきものと決定しました。 
 委 員 長  続きまして、認定第９号「平成２２年度筑前町水道事業会計決算の認定について」

を、議題とします。 
 説明を求めます。 
水道課長 

 水道課長  平成２２年度筑前町水道事業会計決算について、ご説明いたします。 
 別冊の筑前町水道事業会計決算書をお開き願います。 
 決算書の９ページをお願いいたします。 
 先に水道事業の報告書のほうから説明させていただきます。 
 １番の概要ですけれども、水道事業につきましては、各区の水道事業普及促進委員

さん、それから区長さんなどの協力のもと、事業の推進を行ってきております。 
 平成２２年度は栗田の配水所の造成工事、それから配水管布設工事につきまして

は、篠隈、東小田、丸町など、１２の行政区、また、朝日の簡易水道を上水道への切

り替え工事を行いました。給水区域の拡大を図ることができました。 
 さらには次年度以降の工事に向けて、二、朝日地区などの配水管布設の調査設計を

実施したところであります。加えて、それぞれの地区で地元説明会を開催しながら、
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水道事業の加入推進を図ってきました。 
 水道事業への加入は、２２年度末で約２，６６０件になり、整備を行った地区では、

約５割を超える方が加入をしていただいております。 
 ２１年の７月から福岡県南広域水道企業団のほうから送水を受けて給水を開始し

てまいりました。２３年の３月末で約１，５５０戸の方々が安全で安心な水道水を利

用していただいております。水道の普及率が１４．７％に伸びたところであります。

 引き続き、事業を計画的、効率的に実施し、安全・安心な水道水の安定供給に向け

事業推進を図っていくとともに、さらに水道事業の地元説明会の開催、広報紙等での

ＰＲ活動を行い、より一層の加入促進及び普及に努めてまいりたいと考えておりま

す。 
 次の経理の状況ですけれども、給水開始したことによって、収支的収支と資本的収

支になっております。給水エリアの拡大により料金収入が少しずつ伸びてきておりま

すけれども、事業費用が増加していますので、まだまだ料金収入での費用を賄うには

先になります。経費節減に努めてまいります。詳細については、決算書で説明いたし

ます。 
 １１ページをお願いします。 
 １１ページから１３ページに、建設工事の概要について、記載をしております。 
 配水管布設工事を１８工区に分けて実施しました。５０から３００ミリの配水管を

約３２．３㎞布設をしております。合わせて給水装置は５０１カ所、消火栓は５９カ

所設置をいたしました。また、栗田の配水場造成工事も行っております。工事費の合

計が１，０４５，８８４千円になります。 
 カッコ書きが給水装置の設置工事費でありまして、合計が７５，９４６千円になり

ます。これは、一般会計衛生費の環境衛生費の予算であります。差し引きの９６９，

９３７千円が水道会計分となります。 
 １４ページの業務量ですけれども、２２年度末の給水人口が４，２９０人で、普及

率が先ほど申しましたように、１４．７％になります。 
 年間の配水量、県南の広域水道企業団から送っていただいている水の量が５８０，

９７４ｔで、有収水量、利用していただいている水の量が２４２，６３２ｔでありま

す。前年度から２７２％の伸びになっております。 
 供給単価及び給水原価を下のほうに計上しております。単純計算によりますと、１

ｔ当たり２６４円の収益を上げるのに、１，０５７円の経費がかかっていることにな

ります。２１年度と比較しまして、有収水量が４倍近く伸びておりますので、給水原

価も昨年度の半分程度になっております。 
 １５ページをお願いします。 
 事業収入及び事業費に関する事項を計上しております。先ほどの供給単価及び給水

原価の算出の基礎数値がここから上げてきております。 
 事業収入が１７４，０５２千円に対しまして、事業費用が２５６，５３４千円で、

差し引き８２，４８２千円の損失になっております。前年度に比較いたしまして、減

価償却費が発生したことにより、損失がですね、増えてきておるところであります。

 １６ページの会計、工事請負費の契約を記載しております。１９工区の契約の状況

を１６ページから１７ページのほうに記載をさせていただいております。 
 １８ページが設計の業務委託の契約の状況です。 
 １８ページの（２）が企業債の借入の状況であります。 
 めくっていただいて、１９ページは、一般会計からの借入の状況です。運用資金と

いたしまして９３１，０００千円の限度額での一時借入を行っております。 
 ずっとめくっていただいて、２３ページをお願いします。 
 固定資産の明細を計上いたしております。 
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 ２４ページが企業債の明細書です。２２年度は財務省資金運用部から４０４，００

０千円の借入を行いました。借入総額が１，７２９，９００千円になっております。

 それでは、戻っていただきまして、１ページをお願いいたします。 
 筑前町水道事業の決算報告書になります。 
 １ページの収益的収入及び収支、それから２ページの資本的収入及び支出について

は、別冊の付属資料、先ほどの２４ページの先に付属書類というのを添付しておりま

すので、これと併せてご覧いただきたいと思います。 
 決算額を節ごとに詳細に仕分けしておりますので、併せて参照をお願いしたいと思

います。金額については、消費税を含んでおります。 
 まず、最初の収益的収入及び支出ですけれども、水道事業収益２０３，１３０千円

に対し、水道事業費用は２５９，７４６千円で、差し引き５６，６１５千円の損失に

なります。 
 営業収益の決算額は、水道使用料が６７，３１１千円、加入金などのその他の営業

収益が５８，２７８千円で、予算額に対して８，０００千円の増収となっております。

 営業外収益は、決算額が予算額に対して５２，２１０千円の減収になっております

が、営業収益のほうが増えましたので、他会計からの補助が減額になっておるところ

であります。 
 それから、支出の部の水道事業費は、予算額に対し５，７０６千円の不用額を生じ

ております。 
 営業費用の主なものは、受水費、電気料、人件費、機器のリース料などです。 
 決算額２３３，２１３千円です。４，２６６千円の不用額が出ております。 
 営業外費用は起債借入利息などで、決算額２６，５３２千円です。 
 続きまして、２ページの資本的収入の決算ですけれども、資本的収入の決算額１，

０１０，４２７千円で、予算額に対し３７，５９０千円の減収になっております。 
 資本的支出の決算額は、１，０１０，４２７千円で、３７，５９０千円の不用額を

生じております。 
 資本的収入から資本的支出の差し引きは０であります。 
 収入の部ですけれども、企業債は、決算額４０４，０００千円です。 
 ２項の出資金は、一般会計衛生費の環境衛生費から予算・決算額同額の２９０，０

００千円の収入があっております。 
 ３項の国庫補助金につきましても、予算・決算額同額の２９０，０００千円です。

 ４項の他会計補助金、これも一般会計衛生費の環境衛生費からの建設運営補助金で

す。決算額３，８００千円で、予算額に対し１１，２１７千円の減収になっておりま

す。 
 ５項の他会計負担金は、消防費の消防施設費からの収入で、決算額２２，６２７千

円です。これは、消火栓５９カ所の設置工事負担金です。 
 支出の部ですけれども、１項の建設改良費は、工事費、測量設計業務委託料、それ

から補助対象の人件費などの事務費及びメーター機器の購入費で、決算額１，０１０，

４２７千円です。 
 予備費については、支出しておりません。 
 続きまして、３ページをお願いいたします。 
 水道事業の損益計算書です。消費税抜きで２２年度中における収益とこれに対応す

る費用を記載し、経営成績を示しております。 
 営業収益から営業費用を差し引き、１０８，７２７千円の営業損失となります。 
 営業外収益から営業外費用を差し引き、２６，２４５千円となり、経常損失、当年

度純損失は８２，４８２千円となります。前年度繰越欠損金３０，３１０千円を加え

ますと、当年度未処理欠損金が１１２，７９２千円となります。 
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 ２２年度から減価償却費を計上するようになりましたことから、損失が大きくなっ

ております。  
 ４ページです。剰余金の計算書を付けております。２２年度におきます資本剰余金

の増減変動を示しております。 
 １番の国庫補助金が１，３００，８１７千円、他会計補助金が１４９，４６０千円、

その他の資本剰余金が１４６，８７４千円で、翌年度繰越の資本剰余金が１，５９７，

１５３千円となります。 
 次のページ、５ページですけれども、貸借対照表を上げております。 
 ２３年の３月３１日の資産それから負債及び資本の累計を計上しております。 
 資産の部の固定資産合計が４，５１９，０７９千円です。 
 流動資産の未収金につきましては、国庫補助金等が含まれております。 
 資産合計が４，７９２，２７７千円です。 
 負債の部です。 
 流動負債２４５，６９３千円です。工事請負費などの未払い分が含まれております。

 それから、資本の部です。 
 資本金合計３，０６２，２２４千円です。出資金及び企業債の現在までの累計額で

す。 
 それから、剰余金は、先ほど４ページでお示ししております剰余金計算書から計上

いたしております。資本剰余金合計が１，５９７，１５３千円です。 
 利益剰余金は３ページの損益計算書から計上いたしております。欠損金の１１２，

７９２千円です。差し引き１，４８４，３６０千円の剰余金になります。 
 資本金合計が、資本金と剰余金と加えまして４，５４６，５８４千円で、負債資本

合計が資産合計と同額の４，７９２，２７７千円となります。 
 以上で、平成２２年度水道事業会計の決算の説明を終わらせていただきます。よろ

しくお願いします。 
 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

金子委員 
 金子委員  決算書の１９ページの一時借入金について質問しますが、ここ１年ばかりの間に、

利率というのが、０．０７から０．０５もあり、０．０３もあるというようなですね、

これは、どうしてこういうふうな一時借入金の利率になったのですか、質問します。

 委 員 長  出納室長 
 出納室長  私のほうから答えさせていただきます。 

 その当時のですね、その時期で金利が下がっておりまして、ＪＡのほうのそのとき

の基金等の利子で判断をしておるところでございます。 
 そういうことで、例えば２２年の４月時点では０．０７あったわけですけれども、

これが５月には変更になりまして０．０５になった関係で、こういうふうに変更した

ところでございます。 
 委 員 長  金子委員 
 金子委員  企業債あたりなら大体２％ぐらいの年利率だと思うんですよね。 

 そういう利率の算定方法と言いますかですね、９億３千万ぐらい、一時借入、これ

は、町同士の事業優先的な考え方であるから、そうなると思いますけど、９億３千万

あたりのお金を用立てしても、これは、計算したらあれですけど、１１万ぐらいの金

利になろうかと思うわけですよね。 
 それで、企業債なら２％ぐらいということで、それは、内容は分かるんですけど、

もう少しなんですか、そのときの変動というかですね。 
 じゃあ、他の事業課のときも、一時借入をされたらそういう動きをされるんですか。
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それとも何かある程度町の中でですね、一時借入についての利率決定されるべきもの

じゃないかなと思いますが、何が基準になっておるのかというのが、ちょっとよく分

かりません。もう一度質問します。 
 委 員 長  出納室長 
 出納室長  お答えいたします。 

 この貸付につきましては、特別会計、一般会計すべて同じ取り扱いを行っておりま

す。 
 この一時貸付につきましては、基金のほうから貸付を行っておるわけですけれど

も、基金の定期預金利子が、現在が０．０３になっておるわけです。普通預金が０．

０２ですけれども、定期預金ということで０．０３、現在の利子になっておるところ

でございます。以上です。 
 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これから、認定第９号「平成２２年度筑前町水道事業会計決算の認定について」を、

採決したいと思います。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 
 認定第９号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 
 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手全員です。 
 したがって、認定第９号「平成２２年度筑前町水道事業会計決算の認定について」

は、認定すべきものと決定しました。 
 委 員 長  最後になりました。 

 認定第１０号「平成２２年度筑前町工業用地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」を、議題とします。 
 説明を求めます。 
都市計画課長 

都市計画課長  平成２２年度工業用地造成事業特別会計について、ご説明を申し上げます。 
 最初に、決算書のほうからお願いいたします。 
 歳入歳出決算書の３０８ページでございますが、歳入歳出いずれにおきましても執

行項目が少ないために、歳入歳出決算書事項別明細書でご説明を申し上げます。 
 ３１２ページの歳入をお願いいたします。 
 １款１項１目一般会計繰入金といたしまして、当初予算額どおり１９０，２４５千

円を繰り入れております。 
 ３款２項１目不動産売払収入の８４，７０４千円は、整備造成後に工業用地を岐阜

多田精機に売却した売却益でございます。 
 ４款１項１目繰越金は、平成２２年度９月定例会で承認を受けました平成２１年度

決算の次年度繰越額１５，４６０千円を計上いたしております。 
 歳入合計は、予算現額２９０，４０９千円に対しまして、調定、収入済額ともに２

９０，４１０，４００円でございます。 
 続いて、３１４ページの歳出をお願いいたします。 
 １款１項１目工業団地造成事業費として１４７，４４９千円を執行いたしておりま

す。 
 内訳の主なものについて、ご説明を申し上げます。 
 １２節役務費の４１０千円は、県に提出いたしました開発許可申請の手数料でござ

います。 
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 １５節工事請負費８６，２９８千円、支出の主な内訳といたしましては、造成工事

費に６２，４９７千円、砂利等の搬入工事費に１４，９６２千円、及び企業誘致ゾー

ン内の敷地整備費といたしまして７，８１３千円などが主なものでございます。 
 その他の内訳につきましては、後でご説明を申し上げます決算審査特別委員会資料

に記載をいたしております。 
 １７節公有財産購入費５４，３３３千円の支出は、本年度造成を行った土地１１筆、

１１，０８９㎡を所有者５名から買収したものでございます。 
 １９節負担金補助及び交付金は、造成後の上水道加入金です。 
 ２２節補償補填及び賠償金は、１７節で買収した土地の一部に付帯する物件の移転

補償費でございます。 
 次に、２款予備費は、支出の予定がなかったために、全額減額補正をいたしており

ます。 
 ３款１項１目一般会計繰出金は、歳入で受け入れました財産売払収入８４，７０４

千円、それと不用額５５，１８７千円の計１３９，８９２千円を一般会計に繰り出し

ております。 
 歳出合計は、予算現額２９０，４０９千円に対しまして、支出済額２８７，３４１

千円であり、歳入歳出差引残額の３，０６７千円は、今議会承認後に平成２３年度へ

繰越処理を行わせていただきます。 
 引き続きまして、決算特別委員会資料をお願いいたします。 
 ５１ページと５２ページでございます。 
 重点施策です。 
 先進国における環境対策車の需要増やアジア新興国におけるモータリゼーション

の本格的進展など、自動車産業を取り巻く状況が大きく変化する中におきまして、県

が推し進めます北部九州自動車１５０万台生産拠点推進構想においても、すそ野の広

い自動車産業の各分野を担う人材の集積と先進的な車や革新的な生産技術の開発実

現が重要な課題となっております。 
 本町における取り組みといたしましては、主要地方道久留米筑紫野線沿線の四三嶋

地区を企業誘致ゾーンに定めまして、筑後小郡インターを経由して、北部九州の物流

拠点である鳥栖ジャンクション周辺に近接し、また、小郡市干潟工業団地に隣接する

という優位な立地条件を活かして、地域の住民の方と一体となって優良企業誘致活動

を積極的に推進してまいります。 
 次に、成果及び将来の課題、具体的措置です。 
 決算で説明を申し上げました事項を、事業の成果と将来の課題、次のページに契約

等の主要な要旨を項目別に記載をいたしております。 
 この中で、将来の課題につきましてですが、平成２１年度に四三嶋地区企業誘致ゾ

ーン内の土地２ｈａを取得したマルヤス工業におきましては、現在、工業建設の動き

が見られない状況がありますが、平成２２年度に同企業誘致ゾーン内の土地０．８ｈ

ａを取得しました岐阜多田精機におきましては、平成２４年４月から５月を目途に第

１期工場建設が計画されておりまして、今後も県企業立地課と連携した支援対策を取

っていくことにしております。 
 なお、四三嶋の企業誘致ゾーン内には、分譲可能な農地が約７．２ｈａ存しており

ますけれども、平成２１年１２月に改正農地法がスタートした後は、農村地域工業等

導入実施計画に基づく農振除外が困難な状況にあります。 
 さらに東日本大震災の営業等で景気好転等の兆しが少なからず遠のいたに見える

状況に鑑みまして、開発方針とか農振除外の手法についても、具体的に再検討を要す

る状況にあるというふうに認識をいたしておるところでございます。 
 以上、説明を終わります。 




